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参考資料－１ 第 3 回検討会のアンケート結果（ご意

見・ご質問等）
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項　目 内　容 回　答

要支援者の避難は、町内会単位に、防災組織等をつくっての「自主的な避難」と「避難完了の居宅への
表示」が必要と思われる。

―

旭川開建の旭橋の河川状況によって、滝川市でのはん濫状況が経験からわかることがわかった（水位
実績）。

―

カタカナ用語が多いため、一般市民へ受け入れられるか心配である。 ・説明を付記するなど、分かりやすい表現方法を考えていきます。

市の防災計画の内容を市民に周知することが必要と感じた。市広報等に掲載するなどされていると思う
が、避難所の場所や避難方法等が非常時に一目で分かるようなパンフレットの配布等の工夫が必要で
はないかと思う。市民の危機意識高揚をどう図るか？

・新たなハザードマップの作成など、今後の検討課題として取り組んでいきたいと思います。

明治・大正時代には水害が頻繁に発生したが、現在滝川市に水害が起こることを想定する市民は少な
いと思う。今後はタイムラインで検討したことを町内会、市民に知らせることが大切である。

―

各項目について、ひとつひとつにかかる時間を意識することは改めて重要だと思った。 ―

住民へのアピール（防災について）が大切だ。
危機意識をどう持ってもらうかの、日常における働きがけが大切だと思った。

―

防災の基本となる気象についての講義で非常に興味深かった。
次回は、天気図について等の講義との事で、個人的に楽しみである。

―

内水によるはん濫と破堤による対応と別けて議論すべきではないか。
行動及び細目での判断が混らんしてしまう。

・大洪水の前には内水はん濫が生じることが想定されるため、内水はん濫への対応として項目立てする等分
かりやすく明記して、タイムラインに盛り込んでいきたいと考えております。

特にありませんが、検討stepや検討内容がブラインドになっており、検討会当日に当日の内容のみがあ
かされるので、少しもどかしさを感じた。

・今回から、事前にワークショップの課題を配布するようにしました。

最後にグループ内で意見をまとめた上で発表者が発表すべきと思う。
発表者が取りまとめて、自分で発表するのは負担になる。

・各グループのファシリテータが発表者の意向を事前に確認し、ワーキングを進めるようにいたします。

行動細目を中心に流れを話し合ったが町内会との差もあって進めずらかった。
町内会独自の進め方もあってもよいのではないか。

・全体のタイムラインを作成した後に、町内会を対象とした地区タイムラインを検討することも考えていきたいと
考えています。

全体工程（カレンダー）を早く決めて提示して欲しい。○月中旬とか下旬程度でもOKです。
・昨年度末に送付した振り返り資料の中に、今後の予定・時期を記載したフロー図を添付していますのでご覧く
ださい。

一覧にまとめたときによく考えると内容やタイミングに違和感がある項目が出てきたが、じっくり考える時
間がないため、修正ができなかった。
一覧表を事後送付し、期日も設けて修正意見照会してほしい。

・昨年度末に第３回検討会での議論を整理し、課題として配布しました。

他のグループの行動計画が見えなかったので、連携の必要性も見えなかった。
・今後、関係機関間の連携について議論することになりますので、グループ間で議論する場を設けたいと思い
ます。

要配慮者を支援するためには、要配慮者をきちんと把握していなければできないことであり、事前の準
備が一番重要なのではないかと思う。そのためには、組織の壁を越えての情報共有、役割分担を検討し
ていかなければならない。

・今後の検討会では、各機関間での連携が議題となりますので、十分に検討したいと考えております。

報道関係者が検討会に入れているがビデオカメラとかカメラ写真の取扱いに注意して欲しい。
できれば、使い方などを説明した方が良いのでは？

・本検討会は公開を前提としており、報道機関に撮影も許可しております。
事務局スタッフにより撮影した写真・ビデオは、多くの方にタイムラインの取組状況・内容を知っていただくため
に、ＨＰや広報誌等に掲載しております。

行動項目・行動細目について各機関に持ち帰り追加をしたい。
このタイムラインを基本に、道路におきかえて作成を検討している。

・タイムラインについて各分野で議論を行うのは重要なことと考えておりますので、活用の程よろしくお願いい
たします。

”タイムラインレベル”の概念がでてきましたが、”タイムラインの発動”判断は、レベル毎に実施するもの
なのでしょうか？

・今回の検討会でタイムラインレベルの考え方について説明いたします。

破堤までの議論をしたが、破堤後の復旧に向けてのタイムラインはどうなるのか？
・破堤後の行動については、防災情報・意思決定グループにて議論しております。
今回、提示するタイムライン一次案に反映しております。

道路復旧するための条件がほしい。（決壊後何時間で水が引くのか？） ・決壊後のタイムラインに、浸水状況等を記載しています。

上記以外にもたくさんのご意見をいただいております。今後の検討会の企画・運営に活用させていただきます。どうもありがとうございました。

？：わからなかった
こと

■第3回滝川地区タイムライン検討会のご意見・ご感想・ご質問

○：参加して学んだこと・
気づいたこと

×：進め方に対する
改善策のご提案

△：言い残したこと

参考資料１
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参考資料－２ 防災情報・意思決定Ｇワーキング結果
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決

定
・
マ

ス
コ

ミ
　

報
道

）
　

　
　

　
事

後
対

応
：
応

急
復

旧
1
4
日

間
　

　
　

　
緊

急
復

旧
完

了
・
札

建
本

部
廃

止
（
継

続
〆

切
４

０
H

～
２

W
・
完

了
）

防
災

情
報

・
意

思
決

定
G
ワ

ー
キ

ン
グ

結
果

-決
壊

後

滝
川

市
役

所
等

の
浸

水
深

が
0
.5

m
を

超
え

る

⑥ 浸 水 深 が 大 と な り 、 そ の 後 浸 水 深 が 小 さ く な る と 同 時 に 浸 水 地 域 も 縮 小⑤ 堤 防 決 壊 に よ り 滝 川 市 内 全 域 に 浸 水 被 害 が 拡 大

浸
水

域
が

大
と

な
り

、
有

明
町

、
中

島
町

で
浸

水
深

が
3
m

を
超

え
る

2 日

1 4 日
5



参
考

資
料

２
　

行
動

項
目

・
細

目
一

覧
表

　
1/

6

対
応

事
項

行
動

項
目

行
動

細
目

①
市

民
安

全
行

動
G

②
市

民
安

全
支

援
G

③
地

域
安

全
対

策
G

④
防

災
情

報
意

思
決

定
G

⑤
交

通
運

輸
対

策
G

⑥
防

災
基

盤
対

策
G

避
難

所
電

話
の

開
設

手
配

（
滝

川
市

の
要

請
で

実
施

）
30

01
資

機
材

確
認

（
3日

前
に

は
準

備
）

30
02

平
常

時
の

活
動

関
係

機
関

と
の

連
携

調
整

（
事

前
）

20
01

避
難

所
の

確
認

（
事

前
）

20
02

必
要

人
員

の
把

握
（

事
前

）
20

03
避

難
時

の
戸

閉
ま

り
・

電
気

・
ス

ト
ー

ブ
の

確
認

　
徹

底
指

示
（

事
前

）
20

04
避

難
時

の
家

族
の

確
認

徹
底

（
事

前
）

20
05

一
人

世
帯

な
ど

要
配

慮
者

の
把

握
（

事
前

）
20

06

情
報

伝
達

方
策

の
整

備
連

絡
網

・
分

担
表

の
整

備
・

確
認

10
01

連
絡

網
が

つ
な

が
ら

な
い

と
き

の
代

替
方

策
の

整
備

10
02

要
配

慮
支

援
者

へ
の

連
絡

網
の

整
備

10
03

住
民

へ
の

情
報

発
信

10
04

町
内

の
要

配
慮

者
の

把
握

要
配

慮
者

名
簿

の
申

請
・

提
供

（
年

1回
）

10
05

要
配

慮
者

名
簿

の
確

認
10

06N
o

Be
fo

re

滝
川

地
区

TL
 行

動
項

目
・

細
目

一
覧

表
3.
24

意
思

決
定

W
G
後

フ
ェ

ー
ズ

（
気

象
・

河
川

・
被

害
）

時
間

気
象

河
川

水
位

防
災

情
報

の
発

表
避

難
情

報
の

発
表

被
害

TL
レ

ベ
ル

項
目

の
色

の
凡

例

・
第

3回
検

討
会

終
了

時
点

で
の

各
G
の

機
論

の
結

果
を

集
約

し
た

。
・

各
機

関
の

防
災

計
画

か
ら

の
追

加
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

項
目

追
加

。
・

G
間

の
行

動
項

目
の

統
合

は
行

っ
て

い
な

い
。

所 要 時 間

要
配

慮
支

援
者

の
確

保
要

配
慮

者
1名

に
対

し
支

援
者

2名
の

確
保

10
07

避
難

経
路

の
確

認
避

難
経

路
の

検
討

（
浸

水
区

域
や

階
段

を
避

け
る

)
10

08
住

民
へ

の
情

報
発

信
10

09
情

報
が

わ
か

ら
な

い
と

き
の

連
絡

先
の

確
認

10
10

移
動

手
段

の
確

認
車

の
な

い
・

で
き

な
い

人
の

移
動

手
段

の
検

討
10

11

避
難

時
の

持
ち

出
し

品
の

確
認

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

確
認

10
12

防
災

用
品

の
確

認
10

13
住

民
へ

の
情

報
発

信
10

14

住
民

の
危

機
意

識
の

醸
成

総
会

で
の

危
機

意
識

向
上

の
た

め
の

情
報

発
信

10
15

避
難

訓
練

の
実

施
10

16
水

害
に

対
す

る
出

前
講

座
の

実
施

10
17

-7
3H

フ
ェ

ー
ズ

１
台

風
の

発
生

 [-
73

H
]

大
雨

に
関

す
る

説
明

会
 [-

72
H
]

-7
2H

大
雨

に
関

す
る

説
明

会
の

実
施

TL
レ

ベ
ル

１
意

思
決

定
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
の

立
ち

上
げ

説
明

会
資

料
お

よ
び

内
容

の
周

知
⇒

全
職

員
連

絡
方

法
（

TE
L･

Fa
x･

e-
m

ai
l）

の
再

確
認

⇒
関

係
機

関

情
報

の
収

集
【

目
標

１
・

目
標

２
】

今
後

の
気

象
情

報
（

気
象

台
へ

の
問

合
せ

）
40

01
雨

量
・

水
位

の
情

報
収

集
40

02
（

石
狩

川
・

空
知

川
の

水
位

変
動

、
上

流
域

の
観

測
所

(赤
平

/橋
本

町
/深

川
/沼

田
/幌

加
内

) 等
）

40
03

水
位

予
測

情
報

（
雨

量
予

測
も

）
40

04
北

海
道

・
市

管
理

河
川

の
状

況
40

05
内

水
は

ん
濫

状
況

40
06

下
水

道
の

雨
水

幹
線

の
状

況
40

07
交

通
機

関
(J
R・

バ
ス

)の
運

行
状

況
40

08
国

道
・

道
道

・
市

道
の

道
路

情
報

40
09

(通
行

止
の

有
無

・
箇

所
・

道
路

施
設

被
害

）
40

10

Be
fo

re

災
害

対
応

車
出

動
準

備
40

11
出

動
予

定
現

場
の

状
況

40
12

（
河

川
・

道
路

）
現

場
工

事
な

ど
の

実
施

内
容

40
13

重
機

の
配

置
状

況
40

14
停

電
の

状
況

40
15

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

に
よ

る
情

報
伝

達
40

16
台

風
・

雷
・

突
風

に
関

す
る

気
象

情
報

 第
2号

[-
70

H
]

（
滝

川
市

⇔
振

興
局

滝
川

出
張

所
⇔

開
発

局
滝

川
河

川
事

務
所

＋
気

象
台

）
40

17

パ
ト

ロ
ー

ル
（

札
建

・
道

）
60

 復
旧

資
機

材
の

確
認

指
示

各
事

務
所

へ
物

資
保

管
状

況
の

確
認

指
示

第
１

非
常

配
備

体
制

の
活

動
要

領
総

括
班

長
は

、
気

象
台

そ
の

他
関

係
機

関
と

連
絡

を
と

り
、

気
象

情
報

の
収

受
、

伝
達

を
行

う

土
木

班
長

は
、

雨
量

・
水

位
等

に
関

す
る

情
報

を
関

係
先

か
ら

収
集

関
係

各
班

長
は

、
班

か
ら

の
情

報
又

は
連

絡
に

即
応

し
、

情
勢

に
対

応
す

る
措

置
を

検
討

。
随

時
待

機
職

員
に

必
要

な
指

示
を

行
う

。

第
２

非
常

配
備

体
制

の
活

動
要

領
必

要
に

応
じ

て
本

部
員

会
議

及
び

班
長

会
議

を
開

催

本
部

の
配

備
体

制
本

部
長

も
し

く
は

統
轄

部
長

は
、

必
要

に
応

じ
、

本
部

連
絡

員
及

び
情

報
収

集
責

任
者

を
置

く
本

部
連

絡
員

は
、

各
班

の
災

害
に

関
す

る
情

報
及

び
応

急
対

策
の

実
施

状
況

を
取

り
ま

と
め

本
部

に
報

告
。

本
部

か
ら

の
連

絡
事

項
を

各
班

に
伝

達
本

部
情

報
収

集
責

任
者

は
、

災
害

情
報

の
収

集
及

び
本

部
か

ら
の

連
絡

事
項

の
伝

達
を

行
う

情
報

の
収

集
【

目
標

２
】

気
象

情
報

40
18

台
風

・
雷

・
突

風
に

関
す

る
気

象
情

報
  第

1号
 [-

71
H
]

情
報

の
収

集
【

目
標

２
】

気
象

情
報

40
18

22
H

（
洪

水
予

報
：

は
ん

濫
注

意
・

危
険

情
報

）
40

19
現

場
パ

ト
ロ

ー
ル

か
ら

の
状

況
報

告
40

20
孤

立
情

報
（

通
行

止
に

よ
る

）
40

21
堤

防
が

決
壊

し
た

場
合

の
被

災
範

囲
40

22

情
報

の
収

集
（

随
時

）
気

象
予

測
に

つ
い

て
30

03
今

後
の

天
候

の
変

化
（

雨
量

等
の

推
移

予
測

）
30

04
河

川
水

位
、

上
流

域
、

今
後

の
予

測
30

05
河

川
パ

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
河

川
情

報
30

06
道

路
通

行
情

報
（

N
TT

)
30

07
北

電
停

電
情

報
（

N
TT

)
30

08
避

難
所

開
設

情
報

の
収

集
（

N
TT

)
30

09
特

設
公

衆
電

話
設

置
要

請
の

有
無

（
通

信
環

境
）

（
N
TT

)
30

10
通

報
内

容
の

確
認

（
目

視
）

（
関

係
機

関
へ

の
連

絡
）

30
11

ー
ー

危
険

箇
所

（
内

水
面

）
の

自
主

的
確

認
（

目
視

）
（

関
係

機
関

へ
連

絡
）

30
12

職
団

員
の

動
向

30
13

情
報

専
門

部
署

に
よ

る
収

集
・

処
理

・
評

価
30

14

情
報

の
収

集
テ

レ
ビ

の
デ

ー
タ

放
送

に
よ

る
情

報
収

集
10

18
エ

リ
ア

メ
ー

ル
に

よ
る

情
報

収
集

10
19

ラ
ジ

オ
放

送
に

よ
る

情
報

収
集

10
20

情
報

の
収

集
各

気
象

観
測

局
の

デ
ー

タ
を

確
認

す
る

（
本

線
設

置
）

50
01

定
期

＋
臨

時
に

て
気

象
予

測
会

社
よ

り
情

報
を

も
ら

う
50

02
10

気
象

台
か

ら
の

情
報

入
手

50
03

10
各

種
H
Pの

情
報

参
照

50
05

12
0

開
発

局
イ

ン
ト

ラ
ネ

ッ
ト

50
06

人
員

準
備

・
連

絡
（

N
EX

CO
）

50
07

長
期

予
報

に
基

づ
く

週
末

の
体

制
検

討
（

N
EX

CO
）

50
08

情
報

の
収

集
ラ

ジ
オ

・
テ

レ
ビ

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

【
ガ

ス
・

滝
河

・
水

道
・

札
管

滝
川

・
N
TT

・
３

60
01

行
政

へ
の

確
認

【
3団

体
・

ガ
ス

】
60

02
気

象
台

の
発

表
【

滝
河

・
3団

体
】

60
03

6
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6

対
応

事
項

行
動

項
目

行
動

細
目

①
市

民
安

全
行

動
G

②
市

民
安

全
支

援
G

③
地

域
安

全
対

策
G

④
防

災
情

報
意

思
決

定
G

⑤
交

通
運

輸
対

策
G

⑥
防

災
基

盤
対

策
G

N
o

滝
川

地
区

TL
 行

動
項

目
・

細
目

一
覧

表
3.
24

意
思

決
定

W
G
後

フ
ェ

ー
ズ

（
気

象
・

河
川

・
被

害
）

時
間

気
象

河
川

水
位

防
災

情
報

の
発

表
避

難
情

報
の

発
表

被
害

TL
レ

ベ
ル

項
目

の
色

の
凡

例

・
第

3回
検

討
会

終
了

時
点

で
の

各
G
の

機
論

の
結

果
を

集
約

し
た

。
・

各
機

関
の

防
災

計
画

か
ら

の
追

加
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

項
目

追
加

。
・

G
間

の
行

動
項

目
の

統
合

は
行

っ
て

い
な

い
。

所 要 時 間

気
象

情
報

の
社

内
共

有
【

北
電

】
60

04

災
害

通
信

の
確

保
普

段
用

い
て

い
る

情
報

収
集

ツ
ー

ル
の

動
作

確
認

40
23

【
目

標
１

】
（

関
係

機
関

）
相

手
連

絡
先

確
認

40
24

防
災

無
線

（
移

動
系

）
の

確
認

→
パ

ト
ロ

ー
ル

か
ら

の
情

報
40

25

衛
星

回
線

の
確

認
と

確
保

40
26

衛
星

電
話

（
北

海
道

／
開

発
局

）
40

27
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
の

番
号

の
再

確
認

40
28

公
衆

通
信

施
設

と
し

て
、

N
TT

（
10

2番
）

を
利

用
専

用
通

信
施

設
と

し
て

、
警

察
電

話
、

鉄
道

電
話

、
北

海
道

電
力

株
式

会
社

の
専

用
電

話
専

用
無

線
施

設
と

し
て

、
滝

川
市

防
災

行
政

無
線

、
消

防
に

よ
る

通
信

、
対

空
無

線
局

に
よ

る
通

信
、

北
海

道
防

災
行

政
無

線
、

北
海

道
地

方
非

常
通

信
協

議
会

加
入

無
線

局
に

よ

人
員

の
招

集
リ

エ
ゾ

ン
の

人
選

（
開

発
局

）
40

29
（

平
日

の
出

水
時

を
想

定
）

【
目

標
１

】
庁

舎
内

放
送

（
市

役
所

）
40

30

 大
雨

注
意

報
発

表
【

-6
4H

】

【
目

標
１

】
（

※
土

日
・

祝
日

の
場

合
は

異
な

る
）

パ
ト

ロ
ー

ル
体

制
（

河
川

・
道

路
）

40
31

招
集

　
時

間
外

連
絡

網
40

32
班

長
の

ケ
ー

タ
イ

メ
ー

ル
（

市
）

40
33

人
員

の
配

置
リ

エ
ゾ

ン
派

遣
40

34
【

目
標

１
】

注
意

体
制

（
開

発
局

）
40

35
本

部
・

避
難

場
所

・
現

場
の

人
員

の
配

置
（

班
体

制
）

を
指

示
←

班
長

か
ら

40
36

要
配

慮
者

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
20

07
人

員
の

招
集

職
員

へ
の

連
絡

・
招

集
指

示
（

内
水

）
20

08

人
員

の
配

置
社

員
の

安
全

確
保

指
示

【
N
TT

】
60

05
ー

ー
資

機
材

確
認

確
保

資
機

材
確

認
確

保
30

15

施
設

被
害

防
止

看
板

等
の

飛
散

防
止

対
応

（
N
EX

CO
）

50
09

維
持

工
事

受
注

者
に

準
備

（
通

行
止

め
1時

間
前

に
は

連
絡

）
50

10
60

物
資

の
手

配
災

害
対

策
機

器
の

点
検

【
N
TT

】
60

06
通

信
ビ

ル
の

水
防

対
策

発
令

【
N
TT

】
60

07

非
常

時
の

移
行

警
戒

体
制

の
確

立
【

N
TT

】
60

08

-5
1H

-5
1H

フ
ェ

ー
ズ

２
意

思
決

定
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
移

行
の

判
断

（
大

雨
警

報
 o
r雨

量
10

0m
m

 ）
常

時

-5
0H

情
報

伝
達

【
内

水
】

避
難

準
備

情
報

の
発

表
（

低
地

）
TL

レ
ベ

ル
2

情
報

の
収

集
（

内
水

は
ん

濫
）

気
象

情
報

な
ど

　
↑

フ
ェ

ー
ズ

１
　

に
同

じ
40

40
情

報
伝

達
大

雨
警

報
･レ

ー
ダ

雨
量

情
報

提
供

⇒
滝

川
市

・
振

興
局

40
41

情
報

の
収

集
（

外
水

は
ん

濫
）

現
場

パ
ト

ロ
ー

ル
か

ら
の

状
況

な
ど

↑
40

42
常

時

大
雨

警
報

、
洪

水
注

意
報

発
表

【
-5

1H
】

【
内

水
】

避
難

準
備

情
報

（
低

地
）

[-
50

H
]

洪
水

警
報

発
表

【
-4

9H
】

内
水

は
ん

濫
の

発
生

(江
部

乙
地

区
)

【
-5

0H
】

台
風

・
雷

・
突

風
に

関
す

る
気

象
情

報
 第

3号
【

-5
9H

】

情
報

の
収

集
（

外
水

は
ん

濫
）

現
場

パ
ト

ロ
ル

か
ら

の
状

況
な

ど
　

↑
40

42
常

時
河

川
水

位
・

破
堤

の
状

況
40

43
照

明
車

の
準

備
・

排
水

ポ
ン

プ
車

の
出

動
可

能
状

況
本

川
→

旭
橋

水
位

　
空

知
川

→
ダ

ム
流

量
　

状
況

確
認

情
報

の
伝

達
【

目
標

２
】

（
伝

達
準

備
は

意
思

決
定

前
か

ら
実

施
）

40
44

12
0

町
内

会
長

へ
の

伝
達

方
法

を
確

認
（

要
支

援
者

は
別

途
）

40
45

支
援

者
へ

の
情

報
伝

達
40

46
市

民
へ

の
情

報
伝

達
手

段
の

確
保

40
47

避
難

者
支

援
物

資
輸

送
の

準
備

・
出

動
40

48
30

気
象

情
報

と
該

当
市

町
に

シ
ス

テ
ム

送
付

関
係

機
関

か
ら

の
助

言
避

難
所

の
開

設
状

況
40

49
随

時
被

害
の

状
況

（
有

無
、

場
所

、
内

容
）

40
50

随
時

本
部

長
(市

長
)へ

の
正

確
な

情
報

伝
達

40
51

随
時

道
管

理
河

川
の

水
防

警
報

発
表

40
52

今
後

の
雨

量
予

測
（

気
象

台
）

意
思

決
定

災
害

対
応

体
制

の
構

築
の

完
了

40
53

　
災

害
対

策
本

部
の

設
置

（
移

設
も

視
野

）
物

品
資

材
を

準
備

（
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

・
PC

・
電

話
・

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー

ド
・

図
面

（
防

災
マ

ッ
プ

等
）

）
40

54

市
役

所
庁

舎
ま

わ
り

土
の

う
の

準
備

（
南

北
玄

関
と

東
玄

関
、

地
下

駐
車

場
入

口
）

40
55

12
0

水
防

団
の

準
備

（
自

宅
待

機
）

建
設

協
会

へ
の

協
力

要
請

警
戒

体
制

　
災

害
警

戒
本

部
設

置
40

56
非

常
体

制
　

災
害

対
策

本
部

設
置

40
57

非
常

時
体

制
へ

の
移

行
非

常
時

体
制

へ
の

移
行

30
16

本
部

員
会

議
に

よ
り

決
定

　
対

策
本

部
設

置
30

17
警

報
後

の
情

報
に

よ
り

、
本

部
員

会
議

30
18

消
防

団
・

消
防

署
待

機
指

示
30

19
第

1種
甲

（
情

報
収

集
）

30
20

大
雨

警
報

：
連

絡
室

30
21

交
通

規
制

30
22

情
報

連
絡

室
（

警
戒

体
制

）
情

報
連

絡
室

（
警

戒
体

制
）

30
23

本
部

が
設

置
さ

れ
た

こ
と

を
、

電
話

・
FM

ラ
ジ

オ
及

び
広

報
車

等
に

よ
り

周
知

報
道

向
け

広
報

活
動

報
道

機
関

へ
の

情
報

提
供

（
内

水
）

20
09

避
難

所
開

設
避

難
所

と
な

る
施

設
管

理
者

へ
連

絡
（

内
水

）
20

10
避

難
所

の
使

用
確

認
（

内
水

）
20

11
学

校
へ

の
連

絡
（

校
長

・
教

頭
）

（
内

水
）

20
12

避
難

所
開

設
（

内
水

）
20

13
避

難
所

内
へ

の
物

資
運

搬
（

内
水

）
20

14

18
H

ー
避

難
所

の
案

内
係

を
配

置
す

る
（

内
水

）
20

15
避

難
所

の
受

付
係

を
配

置
す

る
（

内
水

）
20

16
避

難
所

で
の

避
難

者
確

認
(内

水
）

20
17

住
民

向
け

広
報

活
動

Ｆ
Ｍ

放
送

を
利

用
し

た
広

報
活

動
（

内
水

）
20

18
広

報
車

を
利

用
し

た
広

報
活

動
・

避
難

誘
導

（
内

水
）

20
19

エ
リ

ア
メ

ー
ル

を
利

用
し

た
広

報
活

動
(内

水
)

20
20

町
内

会
へ

の
避

難
支

援
の

要
請

（
市

→
町

内
会

長
→

町
内

）
20

21

一
般

市
民

に
対

す
る

広
報

の
方

法
①

広
報

車
の

利
用

②
FM

な
か

そ
ら

ち
の

放
送

に
よ

る
災

害
広

報
③

広
報

紙
、

チ
ラ

シ
等

の
印

刷
物

の
利

用
④

新
聞

、
ラ

ジ
オ

及
び

テ
レ

ビ
の

利
用

⑤
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

、
エ

リ
ア

メ
ー

ル
、

緊
急

速
報

メ
ー

ル
、

SN
Sの

利
用

住
民

組
織

等
へ

の
協

力
要

請
市

長
は

、
各

住
民

組
織

等
に

対
し

て
協

力
を

求
め

る
⇒

滝
川

市
赤

十
字

奉
仕

団
、

滝
川

市
婦

人
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ク

ラ
ブ

、
滝

川
市

町
内

会
連

合
会

、
連

絡
会

議
、

滝
川

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
連

絡
協

議
会

消
防

車
両

に
よ

る
避

難
誘

導
広

報
巡

回
（

市
か

ら
の

要
請

あ
れ

ば
）

30
25

警
報

発
令

の
広

報
（

市
か

ら
の

要
請

あ
れ

ば
）

30
26

避
難

広
報

誘
導

（
パ

ト
カ

ー
）

30
27

第
1種

乙
（

部
隊

運
用

見
積

）
30

28

等
要

配
慮

者
の

避
難

支
援

活
動

病
院

・
福

祉
施

設
等

へ
の

連
絡

（
内

水
）

20
22

7



参
考

資
料

２
　

行
動

項
目

・
細

目
一

覧
表

　
3/

6

対
応

事
項

行
動

項
目

行
動

細
目

①
市

民
安

全
行

動
G

②
市

民
安

全
支

援
G

③
地

域
安

全
対

策
G

④
防

災
情

報
意

思
決

定
G

⑤
交

通
運

輸
対

策
G

⑥
防

災
基

盤
対

策
G

N
o

滝
川

地
区

TL
 行

動
項

目
・

細
目

一
覧

表
3.
24

意
思

決
定

W
G
後

フ
ェ

ー
ズ

（
気

象
・

河
川

・
被

害
）

時
間

気
象

河
川

水
位

防
災

情
報

の
発

表
避

難
情

報
の

発
表

被
害

TL
レ

ベ
ル

項
目

の
色

の
凡

例

・
第

3回
検

討
会

終
了

時
点

で
の

各
G
の

機
論

の
結

果
を

集
約

し
た

。
・

各
機

関
の

防
災

計
画

か
ら

の
追

加
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

項
目

追
加

。
・

G
間

の
行

動
項

目
の

統
合

は
行

っ
て

い
な

い
。

所 要 時 間

児
童

福
祉

施
設

（
保

育
所

、
学

童
保

育
）

へ
の

連
絡

（
内

水
）

20
23

入
院

患
者

の
避

難
（

避
難

判
断

）
20

24
民

生
委

員
へ

の
連

絡
（

市
→

民
生

委
員

→
民

生
委

員
）

20
25

在
宅

の
要

配
慮

者
（

障
害

者
、

高
齢

者
）

の
安

否
確

認
・

避
難

支
援

20
26

介
護

施
設

利
用

者
の

避
難

（
内

水
）

20
27

在
宅

の
要

配
慮

者
(障

害
者

、
高

齢
者

)の
避

難
（

内
水

）
20

28

要
配

慮
者

の
避

難
町

内
会

長
か

ら
役

員
へ

の
連

絡
10

21
役

員
か

ら
支

援
要

員
へ

の
連

絡
10

22
避

難
に

必
要

な
車

の
手

配
10

23
支

援
者

が
い

な
い

と
き

：
他

の
支

援
者

の
手

配
10

24
要

配
慮

者
の

避
難

完
了

確
認

10
25

情
報

収
集

被
害

等
の

確
認

作
業

等
（

内
水

）
20

29

意
思

決
定

避
難

勧
告

（
内

水
氾

濫
）

の
発

令
内

水
は

ん
濫

状
況

40
58

30
現

場
パ

ト
ロ

ー
ル

の
情

報
に

よ
り

、
判

断
・

決
定

40
59

内
水

氾
濫

の
拡

大
（

扇
町

、
有

明
町

）
［

-4
8H

］

【
内

水
】

避
難

勧
告

の
発

令
（

低
地

）
［

-4
8H

］
保

育
所

、
幼

稚
園

児
の

避
難

（
内

水
）

20
30

一
般

住
民

の
避

難
（

内
水

）
20

31
逃

げ
遅

れ
た

人
の

確
認

（
内

水
）

20
32

本
部

の
配

備
体

制
総

務
班

は
、

本
部

員
お

よ
び

各
班

長
に

対
し

、
本

部
の

設
置

及
び

非
常

配
備

の
体

制
を

通
通

知
を

受
け

た
班

長
は

、
配

備
要

員
に

対
し

当
該

通
知

の
内

容
を

通
知

各
班

長
に

よ
り

通
知

を
受

け
た

配
備

要
員

は
、

直
ち

に
所

定
の

配
備

に
つ

く

人
員

の
配

置
災

害
協

定
業

者
へ

の
待

機
指

示
【

滝
河

】
60

09
樋

門
・

排
水

機
場

操
作

員
の

確
認

【
滝

河
】

60
10

救
急

排
水

の
確

認
【

滝
河

】
60

11
職

員
へ

自
宅

待
機

の
連

絡
【

水
道

】
60

12
人

員
の

確
保

（
工

事
・

関
連

会
社

含
む

）
【

北
電

・
ガ

ス
・

札
管

滝
川

・
3団

体
】

60
13

自
治

体
と

の
連

絡
体

制
確

立
【

N
TT

】
60

14
避

難
所

の
確

認
【

北
電

】
60

15
供

給
手

段
の

検
討

【
北

電
】

60
16

災
害

復
旧

制
度

の
待

機
指

示
【

N
TT

】
60

17
ガ

ス
工

作
物

の
点

検
【

ガ
ス

】
60

18
河

川
情

報
シ

ス
テ

ム
（

水
位

）
【

札
管

滝
川

】
60

19

資
機

材
確

認
確

保
資

機
材

確
認

確
保

（
警

察
、

滝
川

河
川

、
N
TT

）
30

24

物
資

の
手

配
資

材
の

確
認

60
20

会
員

へ
の

要
請

【
3団

体
】

60
21

他
団

体
へ

の
要

請
【

3団
体

】
60

22
車

両
の

（
燃

料
）

準
備

【
北

電
】

60
23

復
旧

機
材

の
準

備
【

北
電

】
60

24
土

嚢
の

人
員

確
保

【
建

管
】

60
25

数
次

土
嚢

等
の

応
急

用
資

器
材

の
準

備
【

札
管

滝
川

】
60

26
業

者
へ

の
浄

水
薬

品
確

保
の

連
絡

【
水

道
】

60
27

自
家

発
電

用
燃

料
確

保
の

連
絡

【
水

道
】

60
28

防
災

に
関

す
る

、
資

材
の

確
保

【
ガ

ス
】

60
29

内
水

は
ん

濫
の

拡
大

［
48

H
］

台
風

・
雷

・
突

風
に

関
す

る
気

象
情

報
 第

4号
【

-4
6H

】

迂
回

路
40

60
照

明
車

・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

出
動

40
61

避
難

所
の

運
営

救
護

活
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合
（

滝
川

河
川

）
30

48
避

難
判

断
水

位
に

達
し

た
場

合
→

市
へ

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
避

難
準

備
の

助
言

30
49

は
ん

濫
警

戒
情

報
：

非
常

招
集

（
警

察
）

30
50

広
報

車
、

町
内

会
長

へ
の

連
絡

、
FM

へ
の

情
報

提
供

、
Lア

ラ
ー

ト
・

エ
リ

ア
メ

ー
ル

の
30

51

避
難

準
備

情
報

の
発

令
避

難
準

備
情

報
の

発
令

30
52

情
報

発
信

樋
門

管
操

作
員

→
樋

門
管

ご
と

の
避

難
水

位
に

達
し

た
場

→
事

務
所

へ
連

絡
→

市
の

防
災

へ
情

報
提

供
30

53

避
難

判
断

水
位

に
達

し
た

場
合

→
市

に
対

し
て

避
難

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
の

ア
ド

バ
イ

ス
30

54
リ

エ
ゾ

ン
派

遣
30

55

11
H

自
衛

隊
へ

の
派

遣
要

請
自

衛
隊

へ
の

派
遣

要
請

30
58

自
衛

隊
派

遣
30

59
3h

避
難

所
の

開
設

避
難

者
用

の
電

話
設

置
（

電
話

利
用

開
始

の
旨

を
N
TT

に
伝

え
る

）
30

56
避

難
所

開
設

30
57

0.
5h

避
難

所
開

設
避

難
所

と
な

る
施

設
管

理
者

へ
の

連
絡

（
外

水
）

20
39

避
難

所
の

使
用

確
認

（
外

水
）

20
40

学
校

へ
の

連
絡

（
校

長
・

教
頭

）
（

外
水

）
20

41
避

難
所

開
設

（
外

水
）

20
42

避
難

所
内

へ
の

物
資

運
搬

（
外

水
）

20
43

避
難

所
の

案
内

係
を

配
置

す
る

(外
水

）
20

44
避

難
所

の
受

付
係

を
配

置
す

る
（

外
水

）
20

45
避

難
所

で
の

避
難

者
確

認
（

外
水

）
20

46

報
道

向
け

広
報

活
動

報
道

機
関

へ
の

情
報

提
供

（
外

水
）

20
47

住
民

向
け

広
報

活
動

Ｆ
Ｍ

放
送

を
利

用
し

た
広

報
活

動
（

外
水

）
20

48

水
防

警
報

(指
示

)発
表

[-
7H

]
「

避
難

判
断

水
位

」
を

超
過

【
-7

H
】

9
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6

対
応

事
項

行
動

項
目

行
動

細
目

①
市

民
安

全
行

動
G

②
市

民
安

全
支

援
G

③
地

域
安

全
対

策
G

④
防

災
情

報
意

思
決

定
G

⑤
交

通
運

輸
対

策
G

⑥
防

災
基

盤
対

策
G

N
o

滝
川

地
区

TL
 行

動
項

目
・

細
目

一
覧

表
3.
24

意
思

決
定

W
G
後

フ
ェ

ー
ズ

（
気

象
・

河
川

・
被

害
）

時
間

気
象

河
川

水
位

防
災

情
報

の
発

表
避

難
情

報
の

発
表

被
害

TL
レ

ベ
ル

項
目

の
色

の
凡

例

・
第

3回
検

討
会

終
了

時
点

で
の

各
G
の

機
論

の
結

果
を

集
約

し
た

。
・

各
機

関
の

防
災

計
画

か
ら

の
追

加
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

項
目

追
加

。
・

G
間

の
行

動
項

目
の

統
合

は
行

っ
て

い
な

い
。

所 要 時 間

広
報

車
を

利
用

し
た

広
報

活
動

・
避

難
誘

導
（

外
水

）
20

49
エ

リ
ア

メ
ー

ル
を

利
用

し
た

広
報

活
動

（
外

水
）

20
50

町
内

会
へ

の
避

難
支

援
の

要
請

（
市

→
町

内
会

長
→

町
内

）
20

51

要
配

慮
者

の
避

難
支

援
活

動
病

院
・

福
祉

施
設

等
へ

の
連

絡
（

外
水

）
20

52
児

童
福

祉
施

設
（

保
育

所
、

学
童

保
育

）
へ

の
連

絡
（

外
水

）
20

53
入

院
患

者
の

避
難

（
避

難
判

断
）

20
54

民
生

委
員

へ
の

連
絡

（
市

→
民

生
委

員
→

民
生

委
員

）
20

55
在

宅
の

要
配

慮
者

（
障

害
者

、
高

齢
者

）
の

安
否

確
認

・
避

難
支

援
20

56
介

護
施

設
利

用
者

の
避

難
（

外
水

）
20

57
在

宅
の

要
配

慮
者

(障
害

者
、

高
齢

者
)の

避
難

（
外

水
）

20
58

要
介

護
安

否
確

認
30

61

情
報

収
集

被
害

等
の

確
認

作
業

等
（

内
水

）
20

59

機
能

停
止

時
の

代
替

手
段

の
確

保
発

電
機

【
N
TT

】
60

40
機

能
停

止
時

の
代

替
手

段
の

確
保

発
電

機
【

N
TT

】
60

40
災

害
対

策
機

器
普

及
作

業
員

の
派

遣
【

N
TT

】
60

41
排

水
ポ

ン
プ

車
の

確
保

【
滝

河
】

60
42

災
害

用
伝

言
ダ

イ
ヤ

ル
17

1の
運

用
開

始
【

N
TT

】
60

43
通

信
の

疎
通

状
況

を
確

認
【

N
TT

】
60

44
通

信
設

備
被

害
状

況
を

確
認

【
N
TT

】
60

45
停

電
状

況
確

認
【

N
TT

】
60

46
報

道
対

応
【

N
TT

】
60

47

災
害

対
応

支
援

（
人

・
物

）
の

現
場

到
着
事

後
対

応
の

準
備

60
48

現
場

対
応

者
の

安
全

確
保

人
員

の
安

全
確

認
60

49

意
思

決
定

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

レ
ベ

ル
移

行
の

判
断

40
67

（
河

川
水

位
(石

狩
川

･空
知

川
)が

は
ん

濫
危

険
水

位
を

超
え

た
時

決
定

）
40

68
現

場
パ

ト
ロ

ー
ル

の
情

報
 （

越
水

し
そ

う
等

）
に

よ
り

、
判

断
・

決
定

40
69

避
難

勧
告

の
発

令
【

-6
H
】

外
水

位
の

上
昇

＋
内

水
は

ん
濫

継
続

-6
H

情
報

提
供

避
難

勧
告

の
発

令
TL

レ
ベ

ル
5

空
撮

の
準

備
指

示
（

河
管

）
洪

水
痕

跡
調

査
の

指
示

（
河

管
）

本
部

移
設

準
備

・
実

施
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
へ

移
設

40
70

情
報

提
供

水
位

予
測

情
報

提
供

40
71

は
ん

濫
危

険
水

位
に

達
し

た
場

合
→

市
へ

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
避

難
勧

告
の

助
言

30
60

保
育

所
、

幼
稚

園
児

の
避

難
（

外
水

）
20

60
一

般
住

民
の

避
難

（
外

水
）

20
61

逃
げ

遅
れ

た
人

の
確

認
（

外
水

）
20

62

住
民

避
難

（
滝

川
市

か
ら

避
難

勧
町

内
会

長
か

ら
班

長
の

連
絡

10
26

は
ん

濫
危

険
情

報
発

表
【

-6
H
】

水
防

警
報

(指
示

)発
表

【
-6

H
】

石
狩

川
で

「
は

ん
濫

危
険

水
位

」
を

超
過

【
-6

H
】

住
民

避
難

（
滝

川
市

か
ら

避
難

勧
町

内
会

長
か

ら
班

長
へ

の
連

絡
10

26
町

内
会

長
か

ら
役

員
へ

の
連

絡
10

27
班

長
か

ら
住

民
へ

の
連

絡
10

28
拡

声
器

を
利

用
し

た
情

報
伝

達
10

29
防

災
無

線
を

利
用

し
た

情
報

伝
達

10
30

館
内

放
送

（
団

地
）

を
利

用
し

た
情

報
伝

達
(有

明
連

合
町

内
会

)
10

31
一

斉
下

校
を

行
う

時
の

情
報

伝
達

10
32

避
難

を
開

始
す

る
10

33

一
般

　
安

否
確

認
30

62

避
難

完
了

（
要

介
護

者
）

30
65

避
難

完
了

（
一

般
）

30
66

11
H

避
難

完
了

確
認

避
難

所
で

確
認

を
行

う
10

34
仕

事
場

か
ら

直
接

避
難

所
へ

向
か

う
人

の
確

認
10

35
市

へ
避

難
状

況
の

連
絡

10
36

パ
ト

ロ
ー

ル
・

安
全

確
認

巡
視

30
69

他
機

関
へ

の
救

助
の

要
請

本
部

員
会

議
で

の
協

議
の

上
要

請
の

可
否

を
決

定
他

機
関

へ
の

救
助

・
救

出
要

請
30

70

避
難

所
の

運
営

救
護

活
動

（
医

療
）

20
63

避
難

所
で

医
療

ケ
ア

の
実

施
（

呼
吸

・
透

析
et

c.
）

20
64

避
難

所
で

、
精

神
知

的
障

が
い

者
の

支
援

者
配

置
20

65
心

の
ケ

ア
を

出
来

る
よ

う
な

対
応

20
66

避
難

所
毎

の
名

簿
確

認
（

避
難

所
へ

避
難

し
た

住
民

の
み

）

4 ー 2

は ん 濫 危 険 情 報 、

水 防 警 報 を 発 表

退
避

ル
ー

ト
の

確
保

60
50

排
水

管
損

傷
に

よ
る

漏
水

対
応

【
水

道
】

60
51

避
難

体
制

指
示

（
避

難
指

示
あ

れ
ば

逃 避
難

体
制

指
示

（
避

難
指

示
あ

れ
ば

逃
げ

る
）

50
48

避
難

支
援

者
（

消
防

団
等

）
の

安
全

避
難

支
援

者
（

消
防

団
等

）
の

安
全

確
保

の
完

了
30

67
支

援
者

の
完

了
連

絡
30

68

災
害

伝
言

ダ
イ

ヤ
ル

開
設

（
決

壊
が

起
こ

る
/発

生
し

た
場

合
）

30
63

避
難

所
へ

の
特

設
公

衆
電

話
や

ネ
ッ

ト
（

ポ
ー

タ
ブ

ル
衛

星
車

出
動

）
を

開
設

（
決

壊
で

30
64

避
難

指
示

の
発

令
職

員
の

安
全

確
保

職
員

の
撤

退
（

排
水

ポ
ン

プ
車

、
対

策
本

部
等

）

-1
H

0H
本

部
も

撤
去

0H
自

衛
隊

へ
の

出
動

要
請

→
取

り
残

さ
れ

た
人

の
救

助
、
自

衛
隊

派
遣

・
要

請
・
受

理
、
広

報
活

動
(市

民
)被

害
状

況
と
今

後
の

復
旧

状
況

・
い
つ
家

へ
も
ど
れ

る
か

な
ど
、
広

報
活

動
(外

部
）

被
害

状
況

・
避

難
者

数
お
よ
び
箇

所
・
応

急
対

策
の

状
況

な
ど
、
結

果
維

持
意

向
破

堤
報

告
（
河

管
）
、
防

災
ヘ
リ
用

上
級

の
風

の
予

想
支

援
本

部
の

廃
止

の
通

知
お

よ
び

公
表

関
係

機
関

（
指

定
地

方
行

政
機

関
、

指
定

公
共

機
関

、
警

察
署

、
消

防
機

関
等

）
に

対
し

住
民

に
対

し
て

報
道

機
関

等
に

よ
り

通
知

1H
フ

ェ
ー

ズ
５

は
ん

濫
発

生
情

報
、

外
水

は
ん

濫
域

の
拡

大
浸

水
域

が
拡

大
す

る
【

+
2H

】
破

堤
状

況
調

査

滝
川

市
役

所
の

水
深

が
0.
5ｍ

を
超

え
る

【
+
4H

】
被

害
状

況
の

情
報

収
集

（
人

的
・

物
的

）

堤
防

応
急

復
旧

（
緊

急
復

旧
）

支
援

物
資

等
の

過
不

足
確

認

規
制

解
除

(雨
が

や
ん

で
6時

間
経

過
後

)通
行

止
め

解
除

50
57

維
持

業
者

と
共

に
パ

ト
ロ

ー
ル

実
施

50
58

パ
ト

ロ
ー

ル
に

よ
り

事
象

が
な

け
れ

ば
、

通
行

止
め

解
除

50
59

石
狩

川
で

堤
防

が
決

壊

10
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6

対
応

事
項

行
動

項
目

行
動

細
目

①
市

民
安

全
行

動
G

②
市

民
安

全
支

援
G

③
地

域
安

全
対

策
G

④
防

災
情

報
意

思
決

定
G

⑤
交

通
運

輸
対

策
G

⑥
防

災
基

盤
対

策
G

N
o

滝
川

地
区

TL
 行

動
項

目
・

細
目

一
覧

表
3.
24

意
思

決
定

W
G
後

フ
ェ

ー
ズ

（
気

象
・

河
川

・
被

害
）

時
間

気
象

河
川

水
位

防
災

情
報

の
発

表
避

難
情

報
の

発
表

被
害

TL
レ

ベ
ル

項
目

の
色

の
凡

例

・
第

3回
検

討
会

終
了

時
点

で
の

各
G
の

機
論

の
結

果
を

集
約

し
た

。
・

各
機

関
の

防
災

計
画

か
ら

の
追

加
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

項
目

追
加

。
・

G
間

の
行

動
項

目
の

統
合

は
行

っ
て

い
な

い
。

所 要 時 間

孤
立

集
落

発
生

の
有

無
を

確
認

決
壊

12
時

間
？

ポ
ン

プ
車

手
配

浸
水

域
最

大
[1

2H
]

排
水

管
量

の
見

直
し

（
各

地
域

で
の

）
、

避
難

所
及

び
そ

の
？

？
状

況
の

確
認

・
孤

立
し

て
い

な
い

か
・

避
難

所
へ

の
支

援
を

行
う

た
め

(雨
が

や
ん

で
12

時
間

経
過

後
)点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
な

け
れ

ば
運

転
再

開
50

60

16
H

機
能

停
止

時
の

代
替

手
段

の
確

保
の

完 復
旧

作
業

（
作

業
エ

リ
ア

の
漏

水
、

避
難

指
示

）
【

北
電

】
60

52
水

道
応

急
配

水
の

対
応

（
住

民
か

ら
の

要
求

に
よ

る
）

【
水

道
】

60
53

広
報

活
動

等
＜

断
続

＞
機

能
停

止
後

の
作

業
【

ガ
ス

】
60

54

迂
回

路
浸

水
に

対
す

る
通

行
止

め
看

板
設

置
50

49
国

道
通

行
不

可
時

、
道

道
に

電
話

確
認

後
、

案
内

看
板

設
置

50
50

国
道

等
が

通
行

で
き

な
い

場
合

、
緊

国
道

等
が

通
行

で
き

な
い

場
合

、
緊

急
輸

送
路

と
し

て
高

速
道

路
利

用
50

51
緊

急
車

両
の

み
通

行
可

能
（

国
道

）
緊

急
車

両
の

み
通

行
可

能
（

国
道

）
50

52

非
常

体
制

 ※
タ

イ
ミ

ン
グ

の
確

認
必

要
50

53
事

務
所

内
の

垂
直

避
難

・
非

常
食

等
事

務
所

内
の

垂
直

避
難

・
非

常
食

等
準

備
（

職
員

の
安

全
確

保
）

50
54

石
狩

川
の

水
位

が
Ｈ

Ｗ
Ｌ

を
下

回
る

[1
5H

]

17
H

17
H

フ
ェ

ー
ズ

６
最

大
浸

水
深

と
な

り
、

徐
々

に
縮

小
滝

川
市

で
の

朝
・

夕
の

本
部

会
議

開
催

、
滝

川
市

で
の

報
道

対
応

、
復

旧
活

動
を

行
う

上

30
H

撤
退

解
除

復
旧

担
当

者
・

被
災

者
へ

向
け

気
象

支
援

資
料

の
提

供
、

ポ
ン

プ
排

水
開

始
水

が
引

い
た

ら
→

河
川

・
道

路
の

被
災

状
況

確
認

、
パ

ト
ロ

ー
ル

被
害

状
況

（
浸

水
・

施
設

）
の

調
査

、
被

害
状

況
確

認
・

報
告

、
復

旧
対

策
用

ポ
イ

ン
ト

予
報

配
信

（
1日

2回
）

、
桶

門
開

扉
指

示

被
害

へ
の

対
策

に
つ

い
て

検
討

復
旧

工
事

の
準

備
、

道
路

啓
開

の
見

込
み

47
H

47
H

A
ft
er

復
旧

工
事

の
実

施
、

堤
防

の
応

急
復

旧
対

策
の

開
始

、
災

害
査

定
の

報
告

・
準

備
（

国
費

申
請

）
、

道
路

（
市

道
）

・
河

川
・

水
路

（
市

管
理

）
の

応
急

復
旧

開
始

72
H

荒
締

切
2日

間

96
H

12
0H

避
難

勧
告

・
避

難
指

示
の

解
除

（
意

思
決

定
）

石
狩

川
の

水
位

が
は

ん
濫

危
険

水
位

を
下

回
る

[1
8H

]

石
狩

川
の

水
位

が
は

ん
濫

注
意

水
位

を
下

回
る

[2
5H

]

石
狩

川
の

水
位

が
避

難
氾

濫
注

意
水

位
を

下
回

る

石
狩

川
の

水
位

が
避

難
判

断
水

位
を

下
回

る
[2

0H
]

石
狩

川
の

水
位

が
水

防
団

待
機

水
位

を
下

回
る

[3
1H

]

2

14
4H

ポ
ン

プ
排

水
終

了

16
8H

浸
水

が
解

消
避

難
所

の
閉

鎖
、

災
害

廃
棄

物
の

処
理

（
市

民
へ

の
広

報
・

集
積

場
所

の
決

定
）

18
9H

リ
エ

ゾ
ン

撤
収

、
災

害
対

策
本

部
廃

止
（

意
思

決
定

・
マ

ス
コ

ミ
報

道
）

欄
外

：
応

急
復

旧
14

日
間

、
緊

急
復

旧
完

了
・

札
建

本
部

廃
止

（
継

？
〆

切
４

０
H
～

２
W

・
完

了
）

欄
外

：
応

急
復

旧
14

日
間

災
害

対
策

本
部

移
設

（
水

没
）

の
可

能
性

【
課

題
】

人
員

の
招

集
つ

な
が

ら
な

い
場

合
【

課
題

】
人

員
の

配
置

配
置

す
る

人
員

は
限

ら
れ

る
【

課
題

】

避
難

時
に

持
ち

出
す

物
は

？
【

質
問

】
10

37
空

知
川

は
ダ

ム
放

流
の

影
響

を
受

け
る

の
か

？
【

質
問

】
10

38

避
難

所
を

い
か

に
早

く
開

設
す

る
か

【
課

題
】

市
役

所
が

水
没

→
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
に

い
つ

い
く

の
か

？
【

課
題

】

支
援

者
へ

の
支

援
の

要
請

ね
た

き
り

受
入

先
（

病
院

）
の

確
保

[課
題

]搬
送

車
両

の
確

保
【

課
題

】
30

71

人
材

の
育

成
（

町
内

会
の

防
災

関
係

担
当

者
）

【
課

題
】

20
67

要
配

慮
者

へ
の

伝
達

【
課

題
】

20
68

町
内

会
・

自
主

防
へ

の
伝

達
【

課
題

】
20

69
町

内
会

に
お

け
る

情
報

伝
達

体
制

の
確

立
【

課
題

】
20

70
要

配
慮

者
リ

ス
ト

の
更

新
徹

底
【

課
題

】
20

71
市

立
病

院
等

大
病

院
の

入
院

患
者

の
避

難
判

断
及

び
避

難
方

法
の

検
討

【
課

題
】

20
72

避
難

所
で

障
害

の
あ

る
方

へ
の

配
慮

・
対

応
が

必
要

【
課

題
】

20
73

学
童

保
育

（
扇

町
）

を
ど

う
避

難
さ

せ
る

か
【

課
題

】
10

39

避
難

者
（

要
配

慮
者

・
一

般
市

民
）

の
確

認
【

課
題

】
20

74
搬

送
用

バ
ス

等
の

確
保

【
課

題
】

20
75

福
祉

避
難

所
を

複
数

指
定

す
る

【
課

題
】

20
76

課 題

フ
ェ

ー
ズ

２

フ
ェ

ー
ズ

１

フ
ェ

ー
ズ

２

1 4

福
祉

避
難

所
を

複
数

指
定

す
る

【
課

題
】

20
76

市
（

福
祉

課
）

か
ら

民
生

委
員

、
民

生
委

員
か

ら
民

生
委

員
、

民
生

委
員

か
ら

町
内

会
へ

20
77

浸
水

深
が

浅
い

地
区

で
の

避
難

の
判

断
は

？
【

課
題

】
10

40
情

報
収

集
⇒

垂
直

避
難

を
伝

え
る

な
ど

？
10

41
住

民
へ

の
広

報
班

長
が

不
在

の
時

の
対

応
は

ど
う

す
る

の
か

？
【

課
題

】
10

42
⇒

役
員

が
手

分
け

を
し

て
行

う
10

43

住
民

全
員

が
避

難
し

た
か

ど
う

か
の

確
認

方
法

が
無

い
（

旅
行

・
出

張
な

ど
の

不
在

者
）

【
課

題
】

→
 地

域
（

町
内

会
）

や
水

防
団

の
巡

回
頼

み

浸
水

区
域

以
外

の
高

齢
者

の
避

難
は

ど
の

よ
う

に
す

る
か

（
停

電
時

等
）

【
課

題
】

10
44

避
難

を
拒

否
す

る
人

へ
の

対
応

は
ど

の
よ

う
に

す
る

か
【

課
題

】
10

45
⇒

支
援

機
関

に
そ

の
よ

う
な

人
が

い
る

こ
と

を
伝

え
る

10
46

フ
ェ

ー
ズ

３

フ
ェ

ー
ズ

4

11
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参
考

資
料

３
　

滝
川

地
区

Ｔ
Ｌ

　
一

次
案

　
1/

7

対
応

事
項

意
思

決
定

Ｂ
避

難
対

策
の

充
実

Be
fo

re
Ｂ

‐
１

避
難

に
向

け
た

事
前

対
策

住
民

へ
の

情
報

発
信

方
法

の
整

備
・

強
化

10
04

10
09

10
14

Ｂ
‐

２
連

絡
網

が
つ

な
が

ら
な

い
と

き
の

代
替

方
策

の
整

備
10

02
Ｂ

‐
３

情
報

が
わ

か
ら

な
い

と
き

の
連

絡
先

の
確

認
10

10
Ｂ

‐
４

避
難

時
の

移
動

手
段

の
検

討
10

11

Ｂ
‐

５
避

難
経

路
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

確
認

（
浸

水
区

域
や

階
段

を
避

け
る

)
40

22
30

35
10

08
10

12
60

Ｂ
‐

６
防

災
用

品
の

確
認

10
13

Ｂ
‐

７
避

難
支

援
に

向
け

た
事

前
準

備
避

難
所

の
確

認
（

事
前

）
20

02
Ｂ

‐
８

避
難

支
援

に
必

要
な

人
員

の
確

保
（

要
配

慮
者

1名
に

対
し

支
援

者
2名

）
20

03
10

07
Ｂ

‐
９

避
難

時
の

戸
閉

ま
り

・
電

気
・

ス
ト

ー
ブ

の
確

認
　

徹
底

指
示

20
04

Ｂ
‐

１
０

避
難

時
の

家
族

の
確

認
徹

底
20

05

Ｂ
‐

１
１

要
配

慮
者

名
簿

の
申

請
・

提
供

（
年

1回
）

20
06

20
07

20
38

10
05

10
06

60

Ｂ
‐

１
２

要
配

慮
支

援
者

へ
の

連
絡

網
の

整
備

10
03

Ｂ
‐

１
３

連
絡

網
・

分
担

表
の

整
備

・
確

認
10

01
Ｂ

‐
１

４
住

民
の

危
機

意
識

の
醸

成
総

会
で

の
危

機
意

識
向

上
の

た
め

の
情

報
発

信
10

15
Ｂ

‐
１

５
避

難
訓

練
の

実
施

10
16

Ｂ
‐

１
６

水
害

に
対

す
る

出
前

講
座

の
実

施
10

17
0

TL
レ

ベ
ル

の
移

行
０

-１
情

報
収

集
大

雨
に

関
す

る
説

明
会

の
実

施
状

況
の

確
認

０
-２

防
災

体
制

に
関

す
る

意
思

決
定

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

運
用

の
開

始
（

TL
レ

ベ
ル

1：
立

ち
上

げ
）

の
意

思
決

定
０

-３
関

係
機

関
間

の
情

報
共

有
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
参

画
機

関
へ

の
情

報
伝

達
・

共
有

０
-４

説
明

会
資

料
お

よ
び

内
容

の
周

知
（

滝
川

市
）

-7
2H

滝
川

市
　

前
線

+台
風

対
応

　
Ti
m

eL
in
e 
Le

ve
l 1

　
「

立
ち

上
げ

」
TL

レ
ベ

ル
１

移
行

基
準

：
大

雨
に

関
す

る
説

明
会

　
※

詳
細

に
つ

い
て

要
検

討
　

例
）

台
風

に
関

す
る

～
か

つ
滝

川
市

に
影

響
す

る
見

込
み

が
あ

る
et

c

１
情

報
の

収
集

・
伝

達
・

共
有

１
-１

気
象

・
河

川
情

報
の

収
集

今
後

の
気

象
状

況
に

関
す

る
情

報
の

収
集

（
気

象
台

等
へ

の
問

合
せ

）
40

01
40

18
30

03
30

04
50

03
60

03
30

１
-２

河
川

水
位

に
関

す
る

情
報

の
収

集
（

石
狩

川
・

空
知

川
の

水
位

変
動

。
予

測
含

む
）

40
02

40
03

30
05

12

１
-３

雨
量

に
関

す
る

情
報

の
収

集
（

上
流

域
の

観
測

所
。

予
測

含
む

）
40

02
40

03
30

04

１
-４

北
海

道
・

市
管

理
河

川
の

状
況

に
関

す
る

情
報

の
収

集
40

05
30

05
１

-５
社

会
イ

ン
フ

ラ
に

関
す

る
情

報
収

集
国

道
・

道
道

・
市

道
の

道
路

交
通

情
報

の
確

認
40

09
30

07
１

-６
交

通
機

関
(J
R・

バ
ス

)の
運

行
状

況
の

確
認

40
08

30
07

１
-７

現
場

情
報

の
収

集
河

川
パ

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
河

川
状

況
に

関
す

る
情

報
の

収
集

30
06

60
～ 90

１
-８

工
事

実
施

中
の

現
場

の
有

無
、

実
施

内
容

の
確

認
（

河
川

・
道

路
管

理
者

）
40

13
１

-９
重

機
の

配
置

状
況

の
確

認
40

14
１

-１
０

各
機

関
・

主
体

内
で

の
情

報
伝

達
気

象
・

河
川

情
報

の
伝

達
・

共
有

60
02

10
１

-１
１

社
会

イ
ン

フ
ラ

に
関

す
る

情
報

の
伝

達
・

共
有

60
02

10

１
-１

２
現

場
情

報
の

伝
達

・
共

有
30

11
30

12
60

02
60

１
-１

３
情

報
専

門
部

署
に

よ
る

収
集

・
処

理
・

評
価

30
14

60
１

-１
４

※
特

定
の

情
報

で
な

け
れ

ば
統

合
す

る
各

気
象

観
測

局
の

デ
ー

タ
を

確
認

す
る

（
道

路
テ

レ
メ

ー
タ

）
50

01
15

１
-１

５
※

特
定

の
情

報
で

な
け

れ
ば

統
合

す
る

開
発

局
イ

ン
ト

ラ
ネ

ッ
ト

（
防

災
課

か
ら

の
情

報
）

50
06

10

１
-１

６
※

情
報

収
集

手
段

に
つ

い
て

は
TL

に
組

み
込

ま
な

い
ラ

ジ
オ

・
テ

レ
ビ

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

【
ガ

ス
・

滝
河

・
水

道
・

札
管

滝
川

・
N
TT

・
道

、
滝

川
市

、
土

地
改

良
区

】
60

01
30

１
-１

７
※

特
定

の
情

報
で

な
け

れ
ば

統
合

す
る

行
政

へ
の

確
認

【
道

、
滝

川
市

、
土

地
改

良
区

、
ガ

ス
】

60
02

10

１
-１

８
市

民
に

よ
る

情
報

収
集

テ
レ

ビ
の

デ
ー

タ
放

送
・

エ
リ

ア
メ

ー
ル

・
ラ

ジ
オ

放
送

に
よ

る
情

報
収

集
10

18
10

19
10

20
２

防
災

体
制

の
構

築
・

準
備

２
-１

関
係

機
関

と
の

連
絡

体
制

の
確

認
関

係
機

関
の

相
手

連
絡

先
確

認
40

24
20

01
２

-２
町

内
会

長
へ

の
情

報
伝

達
方

法
を

確
認

40
45

２
-３

要
配

慮
者

の
支

援
者

と
の

情
報

伝
達

方
法

を
確

認
２

-４
市

民
へ

の
情

報
伝

達
方

法
の

確
認

40
47

２
-５

災
害

対
応

体
制

へ
の

移
行

・
確

立
注

意
体

制
へ

の
移

行
（

開
発

局
）

40
35

２
-６

パ
ト

ロ
ー

ル
体

制
の

構
築

（
河

川
・

道
路

管
理

者
）

※
土

日
祝

日
の

場
合

は
別

対
応

40
31

10
３

設
備

・
資

機
材

の
準

備
確

認
３

-１
災

害
通

信
の

確
保

情
報

収
集

に
関

わ
る

機
器

の
動

作
確

認
40

23

３
-２

衛
星

回
線

の
確

保
お

よ
び

動
作

確
認

40
26

40
27

３
-３

各
種

専
用

通
信

及
び

専
用

無
線

の
確

保
と

動
作

確
認

３
-４

防
災

無
線

（
移

動
系

）
の

動
作

確
認

（
現

場
パ

ト
ロ

ー
ル

よ
り

）
40

25

３
-５

資
機

材
確

認
確

保
水

防
及

び
復

旧
に

関
わ

る
資

機
材

の
確

認
、

確
保

30
02

30
15

３
-６

災
害

対
応

車
出

動
準

備
40

11

３
-７

各
事

務
所

へ
物

資
保

管
状

況
の

確
認

指
示

３
-８

災
害

対
策

機
器

の
事

前
点

検
【

N
TT

】
60

06
18

0
４

交
通

規
制

に
関

す
る

事
前

対
応

４
-１

交
通

規
制

に
向

け
た

情
報

収
集

定
期

＋
臨

時
に

て
気

象
予

測
会

社
よ

り
情

報
を

も
ら

う
50

02
10

４
-２

各
種

H
Pの

情
報

参
照

50
05

20
４

-３
体

制
の

構
築

長
期

予
報

に
基

づ
く

の
体

制
検

討
（

週
末

に
入

る
時

）
50

08
60

４
-４

人
員

配
置

の
準

備
50

07
30

５
予

防
対

策
の

実
施

５
-１

情
報

収
集

停
電

情
報

の
収

集
【

N
T T

】
30

08
５

-２
施

設
被

害
予

防
対

策
の

実
施

通
信

ビ
ル

の
水

防
対

策
発

令
【

N
TT

】
60

07
18

0

５
-３

高
速

道
路

に
お

け
る

看
板

等
の

飛
散

防
止

対
応

【
N
EX

CO
】

50
09

1d
～ 2d

５
-４

※
要

配
慮

者
の

自
主

避
難

の
開

始
タ

イ
ミ

ン
グ

を
TL

Ⅰ
に

す
る

な
ど

、
避

難
支

援
活

動
の

早
期

開
始

を
検

討
す

る
６

TL
レ

ベ
ル

の
移

行
６

-１
情

報
収

集
大

雨
警

報
発

表
の

見
込

み
の

確
認

常
時

累
加

雨
量

の
状

況
の

確
認

常
時

６
-２

防
災

体
制

に
関

す
る

意
思

決
定

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

レ
ベ

ル
の

引
き

上
げ

（
TL

2：
準

備
）

の
意

思
決

定
常

時
６

-３
関

係
機

関
間

の
情

報
共

有
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
参

画
期

間
へ

の
情

報
伝

達
・

共
有

第
４
回

検
討

会
滝

川
地

区
T
L
一

次
案

所 要 時 間 （ 分 ）
赤

文
字

：
各

G
で

詳
細

や
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
頂

き
た

い
項

目
【

】
：

実
施

主
体

が
特

定
の

機
関

の
時

、
そ

の
機

関
を

示
す

。

行
動

細
目

防 災 情 報 ・

意 思 決 定

地 域 安 全 対 対 策

市 民 安 全 支 援

市 民 安 全 行 動

交 通 運 輸 対 策

防 災 基 盤

前
回

W
G
で

の
項

目
番

号

TL
レ

ベ
ル

行
動

項
目

13



参
考

資
料

３
　

滝
川

地
区

Ｔ
Ｌ

　
一

次
案

　
2/

7

対
応

事
項

意
思

決
定

第
４
回

検
討

会
滝

川
地

区
T
L
一

次
案

所 要 時 間 （ 分 ）
赤

文
字

：
各

G
で

詳
細

や
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
頂

き
た

い
項

目
【

】
：

実
施

主
体

が
特

定
の

機
関

の
時

、
そ

の
機

関
を

示
す

。

行
動

細
目

防 災 情 報 ・

意 思 決 定

地 域 安 全 対 対 策

市 民 安 全 支 援

市 民 安 全 行 動

交 通 運 輸 対 策

防 災 基 盤

前
回

W
G
で

の
項

目
番

号

TL
レ

ベ
ル

行
動

項
目

-5
0H

滝
川

市
　

前
線

+台
風

対
応

　
Ti
m

eL
in
e 
Le

ve
l 2

　
「

準
備

（
内

水
）

」
TL

レ
ベ

ル
2

移
行

基
準

：
大

雨
警

報
発

表
ま

た
は

、
累

加
雨

量
10

0m
m

以
上

と
な

っ
た

時
　

※
詳

細
に

つ
い

て
要

検
討

。
内

水
氾

濫
の

発
生

が
な

く
て

も
移

行
可

能
な

基
準

と
す

る

７
情

報
の

収
集

・
伝

達
・

共
有

７
-１

気
象

に
関

す
る

情
報

の
収

集
雨

量
に

関
す

る
情

報
収

集
（

上
流

域
の

観
測

所
。

予
測

含
む

）
40

02
40

03
30

04

７
-２

今
後

の
気

象
状

況
に

関
す

る
情

報
収

集
（

気
象

台
等

へ
の

問
合

せ
）

40
01

40
18

30
03

30
04

50
03

60
03

30

７
-３

道
管

理
河

川
に

お
け

る
水

防
警

報
発

表
情

報
の

収
集

40
52

７
-４

内
水

氾
濫

に
関

す
る

情
報

収
集

内
水

は
ん

濫
に

関
す

る
情

報
収

集
（

通
報

、
パ

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
報

告
）

40
06

40
58

30
11

20
29

60
～ 90

７
-５

河
川

パ
ト

ロ
ー

ル
に

よ
る

内
水

氾
濫

状
況

及
び

被
害

の
確

認
40

50
30

06
30

12
20

29
90

７
-６

下
水

道
の

雨
水

幹
線

の
状

況
に

関
す

る
情

報
収

集
40

07
７

-７
外

水
氾

濫
の

対
応

に
向

け
た

情
報

収
集

河
川

水
位

に
関

す
る

情
報

の
収

集
（

石
狩

川
・

空
知

川
の

水
位

、
ダ

ム
流

量
。

予
測

含
む

）
40

43
30

05

７
-８

水
位

予
測

情
報

の
収

集
（

洪
水

予
報

：
氾

濫
注

意
、

危
険

情
報

）
40

04
40

19

７
-９

パ
ト

ロ
ー

ル
（

河
川

・
道

路
）

に
よ

る
状

況
の

確
認

40
42

40
20

60
～ 90

７
-１

０
※

情
報

の
必

要
の

有
無

を
滝

川
市

に
確

降
雨

洪
水

予
測

に
よ

る
水

位
情

報
の

提
供

【
開

発
局

】
の

必
要

の
確

認
40

65
７

-１
１

社
会

イ
ン

フ
ラ

に
関

す
る

情
報

収
集

国
道

・
道

道
・

市
道

の
道

路
交

通
情

報
の

確
認

40
09

30
07

７
-１

２
交

通
機

関
(J
R・

バ
ス

)の
運

行
状

況
の

確
認

40
08

30
07

７
-１

３
停

電
の

状
況

40
15

７
-１

４
各

機
関

・
主

体
内

で
の

情
報

伝
達

気
象

・
河

川
情

報
の

伝
達

・
共

有
60

02
10

７
-１

５
内

水
氾

濫
に

関
す

る
情

報
の

伝
達

・
共

有
30

11
30

12
90

７
-１

６
外

水
氾

濫
の

対
応

に
向

け
た

情
報

の
伝

達
・

共
有

60
02

10
７

-１
７

河
川

情
報

シ
ス

テ
ム

（
水

位
）

【
札

管
滝

川
】

※
水

位
情

報
の

入
手

の
場

合
統

合
60

19
10

７
-１

８
社

会
イ

ン
フ

ラ
に

関
す

る
情

報
の

伝
達

・
共

有
60

02
10

７
-１

９
情

報
専

門
部

署
に

よ
る

収
集

・
処

理
・

評
価

30
14

60
７

-２
０

協
定

に
基

づ
く

自
衛

隊
と

の
情

報
共

有
（

滝
川

市
－

自
衛

隊
）

７
-２

１
広

報
活

動
警

報
発

令
に

つ
い

て
の

広
報

活
動

の
実

施
【

消
防

】
（

市
か

ら
の

要
請

あ
れ

ば
）

30
26

７
-２

２
※

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

詳
細

情
報

を
確

認
・

追
記

気
象

情
報

と
該

当
市

町
に

シ
ス

テ
ム

送
付

７
-２

３
市

民
に

よ
る

情
報

収
集

テ
レ

ビ
の

デ
ー

タ
放

送
・

エ
リ

ア
メ

ー
ル

・
ラ

ジ
オ

放
送

に
よ

る
情

報
収

集
10

18
10

19
10

20
８

防
災

体
制

の
構

築
８

-１
防

災
体

制
に

関
す

る
意

思
決

定
警

報
後

の
情

報
に

よ
り

、
本

部
員

会
議

を
招

集
30

18

８
-２

本
部

員
会

議
に

よ
り

、
対

策
本

部
設

置
の

決
定

40
53

30
16

30
17

８
-３

庁
舎

内
放

送
に

よ
り

、
本

部
員

を
招

集
す

る
40

30

８
-４

※
体

制
移

行
の

タ
イ

ミ
ン

グ
や

名
称

に
つ

い
て

、
確

認
す

る
警

戒
体

制
の

時
、

災
害

警
戒

本
部

を
設

置
す

る
40

56

８
-５

非
常

体
制

の
時

、
災

害
対

策
本

部
を

設
置

す
る

40
57

８
-６

第
１

非
常

配
備

体
制

へ
の

移
行

（
滝

川
市

防
災

計
画

よ
り

）
８

-７
第

２
非

常
配

備
体

制
へ

の
移

行
（

滝
川

市
防

災
計

画
よ

り
）

８
-８

本
部

の
配

備
体

制
総

務
班

は
、

本
部

員
お

よ
び

各
班

長
に

対
し

、
本

部
の

設
置

及
び

非
常

配
備

の
体

制
を

通
知

８
-９

班
長

か
ら

、
本

部
・

避
難

場
所

・
現

場
の

人
員

の
配

置
（

班
体

制
）

を
指

示
40

32
40

33
40

36
８

-１
０

職
員

へ
の

連
絡

・
招

集
指

示
20

08
15

８
-１

１
物

品
資

材
を

準
備

（
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

・
PC

・
電

話
・

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー

ド
・

図
面

（
防

災
マ

ッ
プ

等
）

）
40

54
30

８
-１

２
本

部
が

設
置

さ
れ

た
こ

と
を

、
電

話
・

FM
ラ

ジ
オ

及
び

広
報

車
等

に
よ

り
周

知
８

-１
３

関
係

機
関

の
防

災
体

制
へ

の
移

行
※

詳
細

を
確

認
し

統
合

す
る

情
報

連
絡

室
（

警
戒

体
制

）
【

N
TT

】
　

※
詳

細
確

認
30

23
60

８
-１

４
警

戒
体

制
の

確
立

【
N
TT

】
60

08
60

８
-１

５
自

治
体

と
の

連
絡

体
制

確
立

【
N
TT

】
60

14
12

0
８

-１
６

非
常

体
制

へ
の

検
討

【
北

電
】

60
35

30
８

-１
７

非
常

体
制

の
準

備
と

情
報

収
集

【
ガ

ス
】

60
36

30
８

-１
８

大
雨

警
報

：
連

絡
室

【
警

察
】

　
※

詳
細

確
認

30
21

30
８

-１
９

警
備

体
制

へ
の

移
行

【
JR

】
※

以
降

基
準

等
を

確
認

50
12

即
時

９
人

員
の

確
保

９
-１

防
災

対
応

の
た

め
の

人
員

の
確

保
リ

エ
ゾ

ン
派

遣
の

要
請

40
29

40
34

30
55

18

９
-２

リ
エ

ゾ
ン

の
人

選
【

開
発

局
】

40
30

60

９
-３

部
隊

派
遣

に
向

け
た

準
備

の
実

施
【

自
衛

隊
】

30
20

30
28

30
29

９
-４

関
係

機
関

へ
の

協
力

の
要

請
建

設
協

会
へ

の
協

力
要

請
９

-５
職

団
員

の
動

向
を

把
握

す
る

　
※

詳
細

の
確

認
30

13
30

９
-６

各
機

関
内

で
の

人
員

確
保

職
員

へ
自

宅
待

機
の

連
絡

【
水

道
】

60
12

10
９

-７
人

員
の

確
保

（
工

事
・

関
連

会
社

含
む

）
【

北
電

・
ガ

ス
・

札
管

滝
川

・
3団

体
】

50
37

60
13

60
１

０
避

難
に

関
す

る
情

報
の

発
信

【
内

水
氾

濫
対

応
】

１
０

-１
避

難
に

関
わ

る
情

報
の

収
集

レ
ー

ダ
ー

雨
量

情
報

を
収

集
す

る
40

41
１

０
-２

現
場

パ
ト

ロ
ー

ル
か

ら
情

報
を

確
認

す
る

40
59

１
０

-３
災

害
対

策
本

部
長

の
意

思
決

定
避

難
準

備
情

報
の

発
表

（
低

地
・

そ
の

他
の

地
域

）
※

条
件

が
あ

れ
ば

記
載

１
０

-４
避

難
勧

告
の

発
令

（
低

地
・

そ
の

他
の

地
域

）
※

条
件

が
あ

れ
ば

記
載

１
０

-５
関

係
機

関
と

の
情

報
共

有
避

難
情

報
の

発
表

を
関

係
機

関
と

共
有

す
る

１
０

-６
避

難
情

報
の

広
報

活
動

広
報

車
を

利
用

し
た

広
報

活
動

・
避

難
誘

導
（

内
水

）
30

25
30

27
20

19

１
０

-７
Ｆ

Ｍ
な

か
そ

ら
ち

へ
の

災
害

広
報

の
実

施
要

請
20

18
１

０
-８

報
道

機
関

へ
の

避
難

情
報

提
供

20
09

１
０

-９
エ

リ
ア

メ
ー

ル
を

利
用

し
た

広
報

活
動

（
Lア

ラ
ー

ト
へ

の
入

力
）

20
20

１
０

-１
０

避
難

支
援

者
へ

の
情

報
伝

達
40

46
20

21

１
０

-１
１

一
般

市
民

に
対

す
る

広
報

①
広

報
車

の
利

用
②

FM
な

か
そ

ら
ち

の
放

送
に

よ
る

災
害

広
報

③
広

報
紙

、
チ

ラ
シ

等
の

印
刷

物
の

利
用

④
新

聞
、

ラ
ジ

オ
及

び
テ

レ
ビ

の
利

用
⑤

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
、

エ
リ

ア
メ

ー
ル

、
緊

急
速

報
メ

ー
ル

、
SN

Sの
利

用

１
０

-１
２

住
民

組
織

等
へ

の
協

力
要

請
市

長
は

、
各

住
民

組
織

等
に

対
し

て
協

力
を

求
め

る
⇒

滝
川

市
赤

十
字

奉
仕

団
、

滝
川

市
婦

人
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ク

ラ
ブ

、
滝

川
市

町
内

会
連

合
会

、
連

絡
会

議
、

滝
川

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
連

絡
協

議
会

１
１

避
難

所
開

設
に

向
け

た
準

備
の

実
施

【
内

水
氾

濫
対

応
】

１
１

-１
避

難
所

開
設

施
設

管
理

者
へ

避
難

所
開

設
の

要
請

20
10

20
11

20
12

20
13

30

14
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対
応

事
項

意
思

決
定

第
４
回

検
討

会
滝

川
地

区
T
L
一

次
案

所 要 時 間 （ 分 ）
赤

文
字

：
各

G
で

詳
細

や
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
頂

き
た

い
項

目
【

】
：

実
施

主
体

が
特

定
の

機
関

の
時

、
そ

の
機

関
を

示
す

。

行
動

細
目

防 災 情 報 ・

意 思 決 定

地 域 安 全 対 対 策

市 民 安 全 支 援

市 民 安 全 行 動

交 通 運 輸 対 策

防 災 基 盤

前
回

W
G
で

の
項

目
番

号

TL
レ

ベ
ル

行
動

項
目

１
１

-２
福

祉
避

難
所

の
開

設
要

請
30

39

１
１

-３
避

難
所

へ
の

職
員

の
配

置
20

15
20

16
20

35
１

１
-４

避
難

所
の

開
設

情
報

の
伝

達
40

49
30

09
随

時

１
１

-５
避

難
所

の
運

営
・

設
備

の
整

備
救

護
・

医
療

活
動

の
実

施
20

33
20

34
20

36

１
１

-６
避

難
所

内
へ

の
物

資
運

搬
（

N
TT

特
設

公
衆

電
話

等
）

30
01

30
10

30
56

20
14

１
１

-７
電

力
の

供
給

手
段

の
検

討
【

北
電

】
60

15
60

16
60

１
１

-８
電

力
供

給
状

況
の

確
認

【
北

電
】

60
１

２
避

難
支

援
活

動
【

内
水

氾
濫

地
域

】

１
２

-１
要

配
慮

者
に

対
す

る
の

避
難

支
援

活
動

要
配

慮
者

関
連

施
設

へ
の

避
難

実
行

の
連

絡
30

38
20

22
20

23
60

１
２

-２
要

配
慮

者
の

避
難

の
実

施

20
26

20
27

20
28

20
30

18
0

１
２

-３
入

院
患

者
の

避
難

（
判

断
の

み
）

20
24

60
１

２
-４

避
難

者
支

援
物

資
輸

送
の

準
備

・
出

動
※

詳
細

を
確

認
40

48
30

１
２

-５
要

配
慮

者
の

支
援

者
へ

の
連

絡
20

25
60

１
２

-６
町

内
会

長
か

ら
役

員
へ

の
連

絡
10

21
１

２
-７

役
員

か
ら

支
援

要
員

へ
の

連
絡

10
22

１
２

-８
避

難
に

必
要

な
車

の
手

配
10

23
１

２
-９

支
援

者
が

い
な

い
と

き
：

他
の

支
援

者
の

手
配

10
24

１
２

-１
０

要
配

慮
者

の
避

難
完

了
確

認
10

25
１

２
-１

１
一

般
市

民
の

避
難

の
実

施
自

主
避

難
の

呼
び

掛
け

20
31

１
２

-１
２

一
般

住
民

の
自

主
避

難
の

実
施

１
２

-１
３

避
難

完
了

の
確

認
避

難
所

で
の

避
難

者
確

認
20

17
１

２
-１

４
安

否
確

認
の

対
応

30
37

20
32

60
１

３
設

備
・

資
機

材
の

確
保

【
内

水
氾

濫
対

応
】

１
３

-１
資

機
材

確
認

確
保

資
機

材
確

認
確

保
30

24
60

20
12

0
１

３
-２

照
明

車
の

準
備

・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

出
動

可
能

状
況

１
３

-３
車

両
の

準
備

（
燃

料
等

）
【

北
電

】
60

23
60

１
３

-４
復

旧
機

材
の

準
備

【
北

電
】

60
24

12
0

１
３

-５
土

嚢
等

の
応

急
用

資
器

材
の

準
備

、
人

員
の

確
保

【
札

管
滝

川
、

建
管

】
60

25
60

26
24

H

１
３

-６
業

者
へ

の
浄

水
薬

品
確

保
の

連
絡

【
水

道
】

60
27

１
３

-７
自

家
発

電
用

燃
料

確
保

の
連

絡
【

水
道

】
60

28
１

３
-８

防
災

に
関

す
る

資
材

の
確

保
【

ガ
ス

】
60

29
60

１
３

-９
会

員
へ

の
要

請
【

道
、

滝
川

市
、

土
地

改
良

区
】

60
21

30
１

３
-１

０
他

団
体

へ
の

要
請

【
道

、
滝

川
市

、
土

地
改

良
区

】
60

22
30

１
４

防
災

活
動

の
準

備
お

よ
び

実
施

【
内

水
氾

濫
対

応
】

１
４

-１
情

報
収

集
パ

ト
ロ

ー
ル

の
実

施
（

河
川

・
道

路
）

60
37

12
0

１
４

-２
救

急
排

水
の

確
認

【
滝

河
】

60
11

30
１

４
-３

ガ
ス

工
作

物
の

点
検

【
ガ

ス
】

60
18

20
１

４
-４

人
員

の
配

置
・

確
認

樋
門

・
排

水
機

場
操

作
員

の
確

認
【

滝
河

】
60

10
60

１
４

-５
災

害
協

定
業

者
へ

の
待

機
指

示
【

滝
河

】
60

09
30

１
４

-６
自

動
車

、
オ

ー
ト

バ
イ

、
徒

歩
等

に
よ

る
広

報
伝

達
班

員
を

派
遣

（
通

信
途

絶
時

）
１

４
-７

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
に

協
力

を
要

請
す

る
（

通
信

途
絶

時
）

１
４

-８
各

機
関

に
よ

る
防

災
活

動
の

実
施

施
設

の
運

用
※

詳
細

の
確

認
60

32
60

38

１
４

-９
照

明
車

、
ポ

ン
プ

車
の

配
備

箇
所

の
確

認
・

指
示

40
60

40
61

30

１
４

-１
０

許
可

工
作

物
注

意
喚

起
（

TE
Lの

使
用

）
60

１
４

-１
１

水
防

活
動

の
支

援
60

33
60

１
４

-１
２

避
難

所
や

自
治

体
災

害
拠

点
へ

の
通

信
手

段
の

確
保

、
要

請
の

確
認

【
N
TT

】
60

30
60

１
４

-１
３

停
電

情
報

の
提

供
【

北
電

】
60

34
30

１
５

交
通

規
制

の
実

施
１

５
-１

交
通

規
制

に
関

す
る

意
思

決
定

事
前

（
前

日
等

）
の

運
行

計
画

の
決

定
（

運
休

）
【

JR
】

50
13

即
時

１
５

-２
雨

量
計

に
よ

る
警

戒
規

制
（

徐
行

、
運

行
中

止
）

【
JR

】
50

11
即

時
１

５
-３

社
内

に
お

け
る

対
策

会
議

【
JR

】
50

14
即

時

１
５

-４
雨

量
基

準
に

よ
る

通
行

止
め

の
実

施
(連

続
雨

量
20

0m
m

以
上

、
ま

た
は

連
続

14
0m

m
以

上
か

つ
時

間
雨

量
30

m
m

以
上

)【
N
EX

CO
】

30
22

50
15

50
33

即
時

１
５

-５
R4

52
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
通

行
止

め
準

備
、

パ
ト

ロ
ー

ル
の

指
示

（
時

間
降

雨
量

20
m

m
以

上
、

最
大

累
計

雨
量

12
0m

m
以

上
の

時
）

60

１
５

-６
所

長
判

断
に

よ
る

R1
2、

R3
8、

R4
51

の
早

期
通

行
止

め
の

実
施

50
40

10
１

５
-７

通
行

止
め

実
施

（
速

度
規

制
）

【
国

道
、

道
道

】
30

22
50

30
60

１
５

-８
浸

水
ま

た
は

、
危

険
に

伴
う

警
戒

区
域

の
設

定
【

滝
川

市
、

警
察

】
30

22
１

５
-９

交
通

規
制

に
伴

う
人

員
の

配
置

委
託

業
者

へ
の

指
示

（
国

道
 人

員
配

置
、

道
道

 バ
リ

ケ
ー

ド
設

置
）

50
27

60

１
５

-１
０

職
員

の
招

集
、

人
員

の
現

場
へ

の
配

置
50

28
50

29
30

１
５

-１
１

関
係

機
関

へ
の

情
報

伝
達

交
通

規
制

実
施

情
報

の
関

係
機

関
へ

の
通

知
40

10
60

31
30

１
５

-１
２

維
持

工
事

受
注

者
に

通
行

規
制

に
備

え
た

準
備

の
指

示
（

通
行

止
め

1時
間

前
に

は
連

絡
）

50
10

12
0

１
５

-１
３

各
交

通
管

理
者

間
で

の
情

報
共

有
50

25
12

0
１

５
-１

４
関

係
者

へ
の

I-F
AX

※
関

係
者

を
具

体
的

に
す

る
50

17
30

１
５

-１
５

警
察

へ
の

通
行

止
の

現
場

管
理

依
頼

50
44

20
１

５
-１

６
連

絡
携

帯
電

話
で

の
現

地
社

員
へ

指
示

【
JR

】
50

45
１

５
-１

７
道

路
管

理
情

報
シ

ス
テ

ム
（

作
動

開
始

）
指

示
50

16
60

１
５

-１
８

市
民

へ
の

広
報

活
動

の
実

施
現

地
で

の
情

報
板

、
案

内
板

に
よ

る
交

通
規

制
の

通
知

50
18

50
23

50
32

50
50

12
0

１
５

-１
９

H
P、

Tw
itt

er
を

利
用

し
た

交
通

規
制

の
通

知
50

19
50

20
50

24
10

１
５

-２
０

無
人

駅
へ

の
ア

ナ
ウ

ン
ス

の
実

施
（

列
車

の
遅

れ
、

運
転

見
合

わ
せ

）
【

JR
】

50
21

１
５

-２
１

ハ
イ

ウ
ェ

イ
ラ

ジ
オ

に
よ

る
情

報
提

供
【

N
EX

CO
】

50
22

5
１

５
-２

２
特

別
巡

回
、

通
行

止
め

中
の

パ
ト

ロ
ー

ル
の

実
施

【
N
EX

CO
】

50
34

随
時

１
５

-２
３

交
通

規
制

に
伴

う
迂

回
、

避
難

の
実

施
迂

回
路

の
情

報
収

集
・

発
信

50
26

60
１

５
-２

４
R2

31
,R
12

,R
27

5都
市

間
の

迂
回

路
【

国
道

】
50

41
60

１
５

-２
５

案
内

板
の

設
置

（
迂

回
路

）
50

31
50

49
60

１
５

-２
６

一
般

車
両

の
道

の
駅

等
へ

の
避

難
50

43
60

15
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対
応

事
項

意
思

決
定

第
４
回

検
討

会
滝

川
地

区
T
L
一

次
案

所 要 時 間 （ 分 ）
赤

文
字

：
各

G
で

詳
細

や
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
頂

き
た

い
項

目
【

】
：

実
施

主
体

が
特

定
の

機
関

の
時

、
そ

の
機

関
を

示
す

。

行
動

細
目

防 災 情 報 ・

意 思 決 定

地 域 安 全 対 対 策

市 民 安 全 支 援

市 民 安 全 行 動

交 通 運 輸 対 策

防 災 基 盤

前
回

W
G
で

の
項

目
番

号

TL
レ

ベ
ル

行
動

項
目

１
５

-２
７

緊
急

輸
送

路
の

確
保

【
国

道
、

N
EX

CO
】

50
51

50
52

30

１
６

対
策

本
部

機
能

の
維

持
１

６
-１

災
害

対
策

本
部

移
設

の
準

備
（

気
象

台
か

ら
の

助
言

）
特

別
警

報
発

令
の

見
込

み
の

確
認

（
気

象
台

よ
り

）
40

64

１
６

-２
市

役
所

庁
舎

ま
わ

り
土

の
う

の
準

備
（

南
北

玄
関

と
東

玄
関

、
地

下
駐

車
場

入
口

）
40

55
12

0

１
６

-３
道

路
事

務
所

の
浸

水
に

備
え

た
対

策
の

実
施

作
業

車
両

移
動

（
滝

川
道

路
事

務
所

）
※

事
務

所
浸

水
の

可
能

性
が

あ
る

時
50

36
30

１
７

TL
レ

ベ
ル

の
移

行
１

７
-１

情
報

収
集

外
水

位
の

上
昇

に
つ

い
て

の
情

報
の

収
集

40
40

１
７

-２
防

災
体

制
に

関
す

る
意

思
決

定
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
レ

ベ
ル

の
引

き
上

げ
（

TL
3：

「
早

期
警

戒
（

外
水

）
」

）
の

意
思

決
定

１
７

-３
関

係
機

関
間

の
情

報
共

有
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
参

画
期

間
へ

の
情

報
伝

達
・

共
有

-1
4H

滝
川

市
　

前
線

+台
風

対
応

　
Ti
m

eL
in
e 
Le

ve
l 3

　
「

早
期

警
戒

（
外

水
）

」
TL

レ
ベ

ル
3

移
行

基
準

：
水

防
団

待
機

水
位

を
超

過
し

た
時

　
※

詳
細

に
つ

い
て

要
検

討

１
８

情
報

の
収

集
・

伝
達

・
共

有
１

８
-１

気
象

に
関

す
る

情
報

の
収

集
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
番

号
の

確
認

40
28

１
８

-２
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
に

よ
る

、
降

雨
、

気
象

、
警

報
や

注
意

報
発

令
の

見
込

み
に

つ
い

て
確

認
40

16
40

17

１
８

-３
今

後
の

気
象

状
況

に
関

す
る

情
報

収
集

（
気

象
台

等
へ

の
問

合
せ

）
40

01
40

18
30

03
30

04
50

03
60

03

１
８

-４
雨

量
に

関
す

る
情

報
収

集
（

上
流

域
の

観
測

所
。

予
測

含
む

）
40

02
40

03
30

04

１
８

-５
内

水
氾

濫
に

関
す

る
情

報
収

集
（

継
続

）
内

水
は

ん
濫

に
関

す
る

情
報

収
集

（
通

報
、

パ
ト

ロ
ー

ル
に

よ
る

報
告

）
40

06
40

58
30

１
８

-６
河

川
パ

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
内

水
氾

濫
状

況
及

び
危

険
箇

所
の

確
認

30
06

30
12

60
～ 90

１
８

-７
下

水
道

の
雨

水
幹

線
の

状
況

に
関

す
る

情
報

収
集

40
07

１
８

-８
内

水
氾

濫
の

被
害

に
関

す
る

情
報

収
集

（
現

地
確

認
・

通
報

等
）

40
50

30
11

20
29

60
１

８
-９

河
川

情
報

シ
ス

テ
ム

か
ら

水
位

情
報

の
収

集
【

札
管

滝
川

】
60

19
30

１
８

-１
０

外
水

氾
濫

の
対

応
に

向
け

た
情

報
収

集
（

継
続

）
河

川
水

位
に

関
す

る
情

報
の

収
集

（
石

狩
川

・
空

知
川

の
水

位
、

ダ
ム

流
量

。
予

測
含

む
）

40
43

30
05

１
８

-１
１

水
位

予
測

情
報

の
収

集
（

洪
水

予
報

：
氾

濫
注

意
、

危
険

情
報

）
40

04
40

19

１
８

-１
２

パ
ト

ロ
ー

ル
（

河
川

・
道

路
）

に
よ

る
状

況
の

確
認

40
42

40
20

常
時

１
８

-１
３

社
会

イ
ン

フ
ラ

に
関

す
る

情
報

収
集

（
継

続
）

国
道

・
道

道
・

市
道

の
道

路
交

通
情

報
の

確
認

40
09

30
07

１
８

-１
４

交
通

機
関

(J
R・

バ
ス

)の
運

行
状

況
の

確
認

40
08

30
07

１
８

-１
５

停
電

の
状

況
40

15
１

８
-１

６
各

機
関

・
主

体
内

で
の

情
報

伝
達

気
象

・
河

川
情

報
の

伝
達

・
共

有
60

02
10

１
８

-１
７

内
水

氾
濫

に
関

す
る

情
報

の
伝

達
・

共
有

30
11

30
12

１
８

-１
８

外
水

氾
濫

の
対

応
に

向
け

た
情

報
の

伝
達

・
共

有
60

02
10

１
８

-１
９

社
会

イ
ン

フ
ラ

に
関

す
る

情
報

の
伝

達
・

共
有

60
02

10
１

８
-２

０
情

報
専

門
部

署
に

よ
る

収
集

・
処

理
・

評
価

30
14

60
１

８
-２

１
協

定
に

基
づ

く
自

衛
隊

と
の

情
報

共
有

（
滝

川
市

－
自

衛
隊

）
１

９
防

災
体

制
の

移
行

・
人

員
の

配
置

１
９

-１
各

機
関

の
防

災
体

制
の

移
行

注
意

体
制

へ
の

移
行

【
開

発
局

】
30

40
6

１
９

-２
対

策
本

部
（

一
部

召
集

）
、

連
絡

室
の

設
置

（
大

雨
特

別
警

報
が

発
令

さ
れ

た
と

き
）

【
警

30
41

30
１

９
-３

警
戒

体
制

へ
の

移
行

【
道

道
、

国
道

、
N
EX

CO
】

50
38

10
１

９
-４

非
常

体
制

へ
の

移
行

（
休

日
・

夜
間

の
場

合
出

社
要

請
）

60
１

９
-５

人
員

の
配

置
水

防
団

に
待

機
の

連
絡

30
19

60
１

９
-６

職
員

へ
の

連
絡

・
招

集
指

示
（

外
水

）
【

滝
川

市
、

消
防

】
30

42
20

37
50

39
60

１
９

-７
TE

C-
FO

RC
E要

請
（

予
鈴

）
（

札
建

本
部

⇒
本

局
)

２
０

避
難

に
関

す
る

情
報

の
発

信
【

外
水

氾
濫

地
域

】

２
０

-１
避

難
情

報
の

広
報

活
動

広
報

車
を

利
用

し
た

広
報

活
動

・
避

難
誘

導
（

内
水

）
30

25
30

27
20

19
12

0

２
０

-２
Ｆ

Ｍ
な

か
そ

ら
ち

へ
の

災
害

広
報

の
実

施
要

請
30

43
20

18
２

０
-３

報
道

機
関

へ
の

避
難

情
報

提
供

20
09

２
０

-４
エ

リ
ア

メ
ー

ル
を

利
用

し
た

広
報

活
動

（
Lア

ラ
ー

ト
へ

の
入

力
）

20
20

10
２

０
-５

避
難

支
援

者
へ

の
情

報
伝

達
40

46
20

21

２
０

-６
一

般
市

民
に

対
す

る
広

報
①

広
報

車
の

利
用

②
FM

な
か

そ
ら

ち
の

放
送

に
よ

る
災

害
広

報
③

広
報

紙
、

チ
ラ

シ
等

の
印

刷
物

の
利

用
④

新
聞

、
ラ

ジ
オ

及
び

テ
レ

ビ
の

利
用

⑤
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

、
エ

リ
ア

メ
ー

ル
、

緊
急

速
報

メ
ー

ル
、

SN
Sの

利
用

２
０

-７
住

民
組

織
等

へ
の

協
力

要
請

市
長

は
、

各
住

民
組

織
等

に
対

し
て

協
力

を
求

め
る

⇒
滝

川
市

赤
十

字
奉

仕
団

、
滝

川
市

婦
人

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ク
ラ

ブ
、

滝
川

市
町

内
会

連
合

会
、

連
絡

会
議

、
滝

川
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

連
絡

協
議

会
２

１
避

難
所

開
設

に
向

け
た

準
備

の
実

施
【

外
水

氾
濫

対
応

】

２
１

-１
避

難
所

開
設

施
設

管
理

者
へ

避
難

所
開

設
の

要
請

（
１

～
２

箇
所

）
30

44

20
10

20
11

20
12

20
13

２
１

-２
福

祉
避

難
所

の
開

設
要

請
30

39

２
１

-３
避

難
支

援
活

動
の

実
施

避
難

所
へ

の
職

員
の

配
置

20
15

20
16

20
35

２
１

-４
避

難
所

の
開

設
情

報
の

伝
達

40
49

30
09

随
時

２
１

-５
避

難
所

の
運

営
・

設
備

の
整

備
救

護
・

医
療

活
動

の
実

施
20

33
20

34
20

36

２
１

-６
避

難
所

内
へ

の
物

資
運

搬
（

N
TT

特
設

公
衆

電
話

等
）

30
01

30
10

30
56

20
14

２
１

-７
電

力
の

供
給

手
段

の
検

討
【

北
電

】
60

15
60

16
60

２
１

-８
電

力
供

給
状

況
の

確
認

【
北

電
】

60
２

２
避

難
支

援
活

動
【

内
水

氾
濫

対
応

】
２

２
‐

１
一

般
市

民
に

対
す

る
の

避
難

支
援

活
動

自
主

避
難

の
呼

び
掛

け
２

２
－

２
一

般
住

民
の

自
主

避
難

の
実

施
20

31
24

0
２

３
避

難
支

援
活

動
【

外
水

氾
濫

地
域

】

２
３

-１
要

配
慮

者
に

対
す

る
の

避
難

支
援

活
動

要
配

慮
者

関
連

施
設

へ
の

避
難

実
行

の
連

絡
30

38
20

22
20

23

２
３

-２
要

配
慮

者
の

避
難

の
実

施

20
24

20
26

20
27

20
28

20
30

２
３

-３
避

難
者

支
援

物
資

輸
送

の
準

備
・

出
動

※
詳

細
を

確
認

40
48

30

16



参
考

資
料

３
　

滝
川

地
区

Ｔ
Ｌ

　
一

次
案

　
5/

7

対
応

事
項

意
思

決
定

第
４
回

検
討

会
滝

川
地

区
T
L
一

次
案

所 要 時 間 （ 分 ）
赤

文
字

：
各

G
で

詳
細

や
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
頂

き
た

い
項

目
【

】
：

実
施

主
体

が
特

定
の

機
関

の
時

、
そ

の
機

関
を

示
す

。

行
動

細
目

防 災 情 報 ・

意 思 決 定

地 域 安 全 対 対 策

市 民 安 全 支 援

市 民 安 全 行 動

交 通 運 輸 対 策

防 災 基 盤

前
回

W
G
で

の
項

目
番

号

TL
レ

ベ
ル

行
動

項
目

２
３

-４
要

配
慮

者
の

支
援

者
へ

の
連

絡
20

25
２

３
-５

町
内

会
長

か
ら

役
員

へ
の

連
絡

10
21

２
３

-６
役

員
か

ら
支

援
要

員
へ

の
連

絡
10

22
２

３
-７

避
難

に
必

要
な

車
の

手
配

10
23

２
３

-８
支

援
者

が
い

な
い

と
き

：
他

の
支

援
者

の
手

配
10

24
２

３
-９

要
配

慮
者

の
避

難
完

了
確

認
10

25
２

４
施

設
機

能
の

移
設

準
備

２
４

‐
１

事
務

所
浸

水
の

た
め

、
機

能
を

深
川

道
路

事
務

所
へ

移
転

50
47

12
0

２
５

TL
レ

ベ
ル

の
移

行
２

５
‐

１
情

報
収

集
３

時
間

後
予

測
の

水
位

、
旭

橋
の

実
績

水
位

の
確

認
２

５
‐

２
降

雨
洪

水
予

測
に

よ
る

水
位

情
報

の
提

供
【

開
発

局
】

40
65

２
５

‐
３

防
災

体
制

に
関

す
る

意
思

決
定

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

レ
ベ

ル
の

引
き

上
げ

（
TL

4：
「

行
動

」
）

の
意

思
決

定
２

５
‐

４
関

係
機

関
間

の
情

報
共

有
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
参

画
期

間
へ

の
情

報
伝

達
・

共
有

-1
0H

滝
川

市
　

前
線

+台
風

対
応

　
Ti
m

eL
in
e 
Le

ve
l 4

　
「

行
動

」
TL

レ
ベ

ル
4

移
行

基
準

：
3時

間
後

の
予

測
水

位
が

避
難

判
断

水
位

を
超

過
し

た
時

　
※

詳
細

に
つ

い
て

要
検

討

２
６

情
報

の
収

集
・

伝
達

・
共

有

２
６

‐
１

気
象

に
関

す
る

情
報

の
収

集
（

継
続

）
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
に

よ
る

、
降

雨
、

気
象

、
警

報
や

注
意

報
発

令
の

見
込

み
に

つ
い

て
確

認
40

16
40

17

２
６

‐
２

今
後

の
気

象
状

況
に

関
す

る
情

報
収

集
（

気
象

台
等

へ
の

問
合

せ
）

40
01

40
18

30
03

30
04

50
03

60
03

２
６

‐
３

雨
量

に
関

す
る

情
報

収
集

（
上

流
域

の
観

測
所

。
予

測
含

む
）

40
02

40
03

30
04

２
６

‐
４

内
水

氾
濫

に
関

す
る

情
報

収
集

（
継

続
）

内
水

は
ん

濫
に

関
す

る
情

報
収

集
（

通
報

、
パ

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
報

告
）

40
06

40
58

30

２
６

‐
５

河
川

パ
ト

ロ
ー

ル
に

よ
る

内
水

氾
濫

状
況

及
び

危
険

箇
所

の
確

認
30

06
30

12
60

～ 90
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収
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３
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収
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３
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４
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３
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３
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７
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３
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Ｆ
Ｍ
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０
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３
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３
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３
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①
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③
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④
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⑤
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３
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４
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⇒
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４
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３
４
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５
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収
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収
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５
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２
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５
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３
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車
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ら
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５
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４
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‐
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34
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36
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６
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６
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助
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３
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‐
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独
自

に
避

難
を

す
す

め
る

（
任

意
）

30
30

60
３

６
‐

９
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０
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６
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３
７
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３

７
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Ａ
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Ａ
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Ａ
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２
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Ａ
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３
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Ａ
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収
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６
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７
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Ａ
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Ａ
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９
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Ａ
２
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Ａ

２
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収
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岸
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２
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３
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３
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３
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収
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収
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２
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概
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Ａ
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４
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３
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回
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９
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０
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Ａ
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参考資料４　滝川地区ＴＬ一次案　詳細版　1/7

対応事項 意思決定

Ｂ 避難対策の充実

Before Ｂ‐１ 避難に向けた事前対策 住民への情報発信方法の整備・強化

1004
1009
1014

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ‐２ 連絡網がつながらないときの代替方策の整備 1002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐３ 情報がわからないときの連絡先の確認 1010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐４ 避難時の移動手段の検討 1011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ‐５ 避難経路、ハザードマップの確認（浸水区域や階段を避ける) 4022 3035 1008
1012

60 ○ ○ ○60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ‐６ 防災用品の確認 1013 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐７ 避難支援に向けた事前準備 避難所の確認（事前） 2002 ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐８ 避難支援に必要な人員の確保（要配慮者1名に対し支援者2名） 2003 1007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐９ 避難時の戸閉まり・電気・ストーブの確認　徹底指示 2004 ○ ○

Ｂ‐１０ 避難時の家族の確認徹底 2005 ○ ○

Ｂ‐１１ 要配慮者名簿の申請・提供（年1回）
2006
2007
2038

1005
1006

60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ‐１２ 要配慮支援者への連絡網の整備 1003 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐１３ 連絡網・分担表の整備・確認 1001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐１４ 住民の危機意識の醸成 総会での危機意識向上のための情報発信 1015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐１５ 避難訓練の実施 1016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ‐１６ 水害に対する出前講座の実施 1017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 TLレベルの移行
０-１ 情報収集 大雨に関する説明会の実施状況の確認 ○
０-２ 防災体制に関する意思決定 タイムライン運用の開始（TLレベル1：立ち上げ）の意思決定
０-３ 関係機関間の情報共有 タイムライン参画機関への情報伝達・共有 ○
０-４ 説明会資料および内容の周知（滝川市） ○

-72H 滝川市　前線+台風対応　TimeLine Level 1　「立ち上げ」
TLレベル１ 移行基準：大雨に関する説明会　※詳細について要検討　例）台風に関する～かつ滝川市に影響する見込みがあるetc

１ 情報の収集・伝達・共有

１-１ 気象・河川情報の収集 今後の気象状況に関する情報の収集（気象台等への問合せ） 4001
4018

3003
3004

5003 6003 30 ○ ○ ○ ○30 ○12 ○ ○10 ○10 ○10 ○ ○5 ○5 ○10 ○ ○5

１-２ 河川水位に関する情報の収集（石狩川・空知川の水位変動。予測含む） 4002
4003

3005 12 ○12

１-３ 雨量に関する情報の収集（上流域の観測所。予測含む） 4002
4003

3004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

１-４ 北海道・市管理河川の状況に関する情報の収集 4005 3005 ○
１-５ 社会インフラに関する情報収集 国道・道道・市道の道路交通情報の確認 4009 3007 ○
１-６ 交通機関(JR・バス)の運行状況の確認 4008 3007 ○

１-７ 現場情報の収集 河川パトロールによる河川状況に関する情報の収集 3006 60～
90

○60 ○

１-８ 工事実施中の現場の有無、実施内容の確認（河川・道路管理者） 4013
１-９ 重機の配置状況の確認 4014

１-１０ 各機関・主体内での情報伝達 気象・河川情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
１-１１ 社会インフラに関する情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10

１-１２ 現場情報の伝達・共有 3011
3012

6002 60 ○ ○ ○ ○ ○60 ○30 ○ ○ ○10 ○10

１-１３ 情報専門部署による収集・処理・評価 3014 60 ○ ○30 ○ ○60 ○12 ○
１-１４ ※特定の情報でなければ統合する 各気象観測局のデータを確認する（道路テレメータ） 5001 15 ○ ◎10 ○15 ○随時
１-１５ ※特定の情報でなければ統合する 開発局イントラネット（防災課からの情報） 5006 10 ○

１-１６
※情報収集手段についてはTLに組
み込まない

ラジオ・テレビ・インターネット【ガス・滝河・水道・札管滝川・NTT・道、滝
川市、土地改良区】

6001 30 ○ ○５ ○５ ○５ ○30 ○30 ○ ○５

１-１７ ※特定の情報でなければ統合する 行政への確認【道、滝川市、土地改良区、ガス】 6002 10 ○ ○10 ○10

１-１８ 市民による情報収集 テレビのデータ放送・エリアメール・ラジオ放送による情報収集
1018
1019
1020

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ 防災体制の構築・準備
２-１ 関係機関との連絡体制の確認 関係機関の相手連絡先確認 4024 2001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
２-２ 町内会長への情報伝達方法を確認 4045
２-３ 要配慮者の支援者との情報伝達方法を確認
２-４ 市民への情報伝達方法の確認 4047
２-５ 災害対応体制への移行・確立 注意体制への移行（開発局） 4035
２-６ パトロール体制の構築（河川・道路管理者）※土日祝日の場合は別対応 4031 10

３ 設備・資機材の準備確認
３-１ 災害通信の確保 情報収集に関わる機器の動作確認 4023

３-２ 衛星回線の確保および動作確認 4026
4027

３-３ 各種専用通信及び専用無線の確保と動作確認
３-４ 防災無線（移動系）の動作確認（現場パトロールより） 4025

３-５ 資機材確認確保 水防及び復旧に関わる資機材の確認、確保 3002
3015

○ ○ ○ ○

３-６ 災害対応車出動準備 4011

３-７ 各事務所へ物資保管状況の確認指示 ○

３-８ 災害対策機器の事前点検【NTT】 6006 180 20○ ○180 ○ ○5
４ 交通規制に関する事前対応

４-１ 交通規制に向けた情報収集 定期＋臨時にて気象予測会社より情報をもらう 5002 10 ○ ○ ○随時
４-２ 各種HPの情報参照 5005 20 ○20 ○随時
４-３ 体制の構築 長期予報に基づくの体制検討（週末に入る時） 5008 60 ○30 ○60 ◎
４-４ 人員配置の準備 5007 30 ○30 ○0 ◎

５ 予防対策の実施
５-１ 情報収集 停電情報の収集【NTT】 3008 ○
５-２ 施設被害予防対策の実施 通信ビルの水防対策発令【NTT】 6007 180 ○180

５-３ 高速道路における看板等の飛散防止対応【NEXCO】 5009 1d～
2d

◎240 ◎

５-４ ※要配慮者の自主避難の開始タイミングをTLⅠにするなど、避難支援活動の早期開始を検討する
６ TLレベルの移行

６-１ 情報収集 大雨警報発表の見込みの確認 常時
累加雨量の状況の確認 常時

６-２ 防災体制に関する意思決定 タイムラインレベルの引き上げ（TL2：準備）の意思決定 常時
６-３ 関係機関間の情報共有 タイムライン参画期間への情報伝達・共有 ○
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（
分
）赤文字：各Gで詳細や実施のタイミングについて検討を行って頂きたい項目

【】：実施主体が特定の機関の時、その機関を示す。
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対応事項 意思決定
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-50H 滝川市　前線+台風対応　TimeLine Level 2　「準備（内水）」
TLレベル2 移行基準：大雨警報発表または、累加雨量100mm以上となった時　※詳細について要検討。内水氾濫の発生がなくても移行可能な基準とする

７ 情報の収集・伝達・共有

７-１ 気象に関する情報の収集 雨量に関する情報収集（上流域の観測所。予測含む） 4002
4003

3004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

７-２ 今後の気象状況に関する情報収集（気象台等への問合せ） 4001
4018

3003
3004

5003 6003 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 ○10 ○随時 ○ ○5 ○5 ○30 ○ ○5

７-３ 道管理河川における水防警報発表情報の収集 4052

７-４ 内水氾濫に関する情報収集 内水はん濫に関する情報収集（通報、パトロールによる報告） 4006
4058

3011 2029 60～
90

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７-５ 河川パトロールによる内水氾濫状況及び被害の確認 4050 3006
3012

2029 90 ○ ○ ○ ○90 ○ ○ ○ ○

７-６ 下水道の雨水幹線の状況に関する情報収集 4007
７-７ 外水氾濫の対応に向けた情報収集 河川水位に関する情報の収集（石狩川・空知川の水位、ダム流量。予測含む） 4043 3005 ○ ○

７-８ 水位予測情報の収集（洪水予報：氾濫注意、危険情報） 4004
4019

７-９ パトロール（河川・道路）による状況の確認 4042
4020

60～
90

７-１０ ※情報の必要の有無を滝川市に確
認

降雨洪水予測による水位情報の提供【開発局】の必要の確認 4065
７-１１ 社会インフラに関する情報収集 国道・道道・市道の道路交通情報の確認 4009 3007 ○
７-１２ 交通機関(JR・バス)の運行状況の確認 4008 3007 ○
７-１３ 停電の状況 4015
７-１４ 各機関・主体内での情報伝達 気象・河川情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10

７-１５ 内水氾濫に関する情報の伝達・共有 3011
3012

90 ○ ○ ○ ○90 ○ ○

７-１６ 外水氾濫の対応に向けた情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
７-１７ 河川情報システム（水位）【札管滝川】※水位情報の入手の場合統合 6019 10 ○5 ○ △ ○10 ○ ○5
７-１８ 社会インフラに関する情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
７-１９ 情報専門部署による収集・処理・評価 3014 60 ○ ○30 ○ ○60 ○12 ○
７-２０ 協定に基づく自衛隊との情報共有（滝川市－自衛隊）
７-２１ 広報活動 警報発令についての広報活動の実施【消防】（市からの要請あれば） 3026 ○

７-２２ ※システムについて詳細情報を確
認・追記

気象情報と該当市町にシステム送付

７-２３ 市民による情報収集 テレビのデータ放送・エリアメール・ラジオ放送による情報収集
1018
1019
1020

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 防災体制の構築
８-１ 防災体制に関する意思決定 警報後の情報により、本部員会議を招集 3018 ○

８-２ 本部員会議により、対策本部設置の決定 4053 3016
3017

○

８-３ 庁舎内放送により、本部員を招集する 4030 ○

８-４ ※体制移行のタイミングや名称に
ついて、確認する

警戒体制の時、災害警戒本部を設置する 4056

８-５ 非常体制の時、災害対策本部を設置する 4057
８-６ 第１非常配備体制への移行（滝川市防災計画より）
８-７ 第２非常配備体制への移行（滝川市防災計画より）
８-８ 本部の配備体制 総務班は、本部員および各班長に対し、本部の設置及び非常配備の体制を通知

８-９ 班長から、本部・避難場所・現場の人員の配置（班体制）を指示
4032
4033
4036

８-１０ 職員への連絡・招集指示 2008 15 ○ ○ ○ ○

８-１１ 物品資材を準備
（プロジェクター・PC・電話・ホワイトボード・図面（防災マップ等））

4054 30

８-１２ 本部が設置されたことを、電話・FMラジオ及び広報車等により周知
８-１３ 関係機関の防災体制への移行 ※詳細を確認し統合する 情報連絡室（警戒体制）【NTT】　※詳細確認 3023 60 ○
８-１４ 警戒体制の確立【NTT】 6008 60 ○10 ○60 ○ ○20
８-１５ 自治体との連絡体制確立【NTT】 6014 120 △ 5 ○10 ○120
８-１６ 非常体制への検討【北電】 6035 30 ○30
８-１７ 非常体制の準備と情報収集【ガス】 6036 30 ○30
８-１８ 大雨警報：連絡室【警察】　※詳細確認 3021 30 ○30
８-１９ 警備体制への移行【JR】※以降基準等を確認 5012 即時 ◎

９ 人員の確保

９-１ 防災対応のための人員の確保 リエゾン派遣の要請 4029
4034

3055 18 ○18 ○

９-２ リエゾンの人選【開発局】 4030 60

９-３ 部隊派遣に向けた準備の実施【自衛隊】
3020
3028
3029

○

９-４ 関係機関への協力の要請 建設協会への協力要請
９-５ 職団員の動向を把握する　※詳細の確認 3013 30 ○ ○ ○ ○ ○30 ○
９-６ 各機関内での人員確保 職員へ自宅待機の連絡【水道】 6012 10 ○10 ○ ○5
９-７ 人員の確保（工事・関連会社含む）【北電・ガス・札管滝川・3団体】 5037 6013 60 ◎30 ○60 ○30 ○60 ○30 ○ ○30

１０ 避難に関する情報の発信【内水氾濫対応】
１０-１ 避難に関わる情報の収集 レーダー雨量情報を収集する 4041 ○ ○ ○ ○
１０-２ 現場パトロールから情報を確認する 4059
１０-３ 災害対策本部長の意思決定 避難準備情報の発表（低地・その他の地域）※条件があれば記載
１０-４ 避難勧告の発令（低地・その他の地域）※条件があれば記載
１０-５ 関係機関との情報共有 避難情報の発表を関係機関と共有する

１０-６ 避難情報の広報活動 広報車を利用した広報活動・避難誘導（内水） 3025
3027

2019 ○ ○ ○

１０-７ ＦＭなかそらちへの災害広報の実施要請 2018 ○
１０-８ 報道機関への避難情報提供 2009 ○
１０-９ エリアメールを利用した広報活動（Lアラートへの入力） 2020 ○

１０-１０ 避難支援者への情報伝達 4046 2021 ? ? ? ? ○ ○

１０-１１ 一般市民に対する広報
①広報車の利用②FMなかそらちの放送による災害広報③広報紙、チラシ等の印刷
物の利用④新聞、ラジオ及びテレビの利用⑤市ホームページ、エリアメール、緊
急速報メール、SNSの利用

１０-１２ 住民組織等への協力要請
市長は、各住民組織等に対して協力を求める⇒滝川市赤十字奉仕団、滝川市婦人
ボランティアクラブ、滝川市町内会連合会、連絡会議、滝川市ボランティア連絡
協議会

１１ 避難所開設に向けた準備の実施【内水氾濫対応】

１１-１ 避難所開設 施設管理者へ避難所開設の要請

2010
2011
2012
2013

30

○

１１-２ 福祉避難所の開設要請 3039 ○ △

１１-３ 避難所への職員の配置
2015
2016
2035

○ ○ ○ ○

22
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１１-４ 避難所の開設情報の伝達 4049 3009 随時 ○

１１-５ 避難所の運営・設備の整備 救護・医療活動の実施
2033
2034
2036

○ ○

１１-６ 避難所内への物資運搬（NTT特設公衆電話等）
3001
3010
3056

2014 ○ ○

１１-７ 電力の供給手段の検討【北電】 6015
6016

60 ○60 ○30

１１-８ 電力供給状況の確認【北電】 60 ○60
１２ 避難支援活動【内水氾濫地域】

１２-１ 要配慮者に対するの避難支援活動 要配慮者関連施設への避難実行の連絡 3038 2022
2023

60 ○ ○ ○ ○60

１２-２ 要配慮者の避難の実施

2026
2027
2028
2030

180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１２-３ 入院患者の避難（判断のみ） 2024 60 ○60
１２-４ 避難者支援物資輸送の準備・出動※詳細を確認 4048 30
１２-５ 要配慮者の支援者への連絡 2025 60 ○ ○
１２-６ 町内会長から役員への連絡 1021 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１２-７ 役員から支援要員への連絡 1022 ○
１２-８ 避難に必要な車の手配 1023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１２-９ 支援者がいないとき：他の支援者の手配 1024 ○

１２-１０ 要配慮者の避難完了確認 1025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１２-１１ 一般市民の避難の実施 自主避難の呼び掛け 2031
１２-１２ 一般住民の自主避難の実施
１２-１３ 避難完了の確認 避難所での避難者確認 2017 ○ ○
１２-１４ 安否確認の対応 3037 2032 60 ○ ○60 ○ ○ ○

１３ 設備・資機材の確保【内水氾濫対応】
１３-１ 資機材確認確保 資機材確認確保 3024 6020 120 ○ ○ ○120 ○ ○ ○ ○10 ○ ○5
１３-２ 照明車の準備・排水ポンプ車の出動可能状況
１３-３ 車両の準備（燃料等）【北電】 6023 60 ○ ○60 ○60
１３-４ 復旧機材の準備【北電】 6024 120 ○30 ○120 ○ ○60

１３-５ 土嚢等の応急用資器材の準備、人員の確保【札管滝川、建管】 6025
6026

24H ○24H ○ ○60

１３-６ 業者への浄水薬品確保の連絡【水道】 6027 ○5
１３-７ 自家発電用燃料確保の連絡【水道】 6028 ○5
１３-８ 防災に関する資材の確保【ガス】 6029 60 ○ ○30 ○ ○60
１３-９ 会員への要請【道、滝川市、土地改良区】 6021 30 ○30

１３-１０ 他団体への要請【道、滝川市、土地改良区】 6022 30 ○30
１４ 防災活動の準備および実施【内水氾濫対応】

１４-１ 情報収集 パトロールの実施（河川・道路） 6037 120 ○ ○ △120 ○ △ △ △ △
１４-２ 救急排水の確認【滝河】 6011 30 ○ ○30
１４-３ ガス工作物の点検【ガス】 6018 20 ○20
１４-４ 人員の配置・確認 樋門・排水機場操作員の確認【滝河】 6010 60 ○30 ○30 ○ ○60
１４-５ 災害協定業者への待機指示【滝河】 6009 30 ○5 ○ ○30
１４-６ 自動車、オートバイ、徒歩等による広報伝達班員を派遣（通信途絶時）
１４-７ アマチュア無線に協力を要請する（通信途絶時）

１４-８ 各機関による防災活動の実施 施設の運用※詳細の確認 6032
6038

○ ○ ○ △ △ ○ ○

１４-９ 照明車、ポンプ車の配備箇所の確認・指示 4060
4061

30 ○

１４-１０ 許可工作物注意喚起（TELの使用） 60 ○
１４-１１ 水防活動の支援 6033 60 ○ ○ ○60 ○ ○
１４-１２ 避難所や自治体災害拠点への通信手段の確保、要請の確認【NTT】 6030 60 ○60
１４-１３ 停電情報の提供【北電】 6034 30 ○10 △30

１５ 交通規制の実施
１５-１ 交通規制に関する意思決定 事前（前日等）の運行計画の決定（運休）【JR】 5013 即時 ◎
１５-２ 雨量計による警戒規制（徐行、運行中止）【JR】 5011 即時 ◎
１５-３ 社内における対策会議【JR】 5014 即時 ◎

１５-４
雨量基準による通行止めの実施(連続雨量200mm以上、または連続140mm以上か
つ時間雨量30mm以上)【NEXCO】

3022
5015
5033

即時 ○ ◎即時

１５-５
R452アンダーパス通行止め準備、パトロールの指示（時間降雨量20mm以上、最
大累計雨量120mm以上の時）

60 ◎

１５-６ 所長判断によるR12、R38、R451の早期通行止めの実施 5040 10 ◎10 ○5
１５-７ 通行止め実施（速度規制）【国道、道道】 3022 5030 60 ○ ◎60 ◎
１５-８ 浸水または、危険に伴う警戒区域の設定【滝川市、警察】 3022 ○ ○ ○ ○
１５-９ 交通規制に伴う人員の配置 委託業者への指示（国道 人員配置、道道 バリケード設置） 5027 60 ◎60 ◎

１５-１０ 職員の招集、人員の現場への配置 5028
5029

30 ◎60 ◎30

１５-１１ 関係機関への情報伝達 交通規制実施情報の関係機関への通知 4010 6031 30 ○ △ ○ ○ △ △10 △30 △ ○ ○
１５-１２ 維持工事受注者に通行規制に備えた準備の指示（通行止め1時間前には連絡） 5010 120 ◎60 ◎120
１５-１３ 各交通管理者間での情報共有 5025 120 ◎ ○ ○随時
１５-１４ 関係者へのI-FAX※関係者を具体的にする 5017 30 ◎30
１５-１５ 警察への通行止の現場管理依頼 5044 20 ◎20
１５-１６ 連絡携帯電話での現地社員へ指示【JR】 5045 ◎
１５-１７ 道路管理情報システム（作動開始）指示 5016 60 ◎60 ◎

１５-１８ 市民への広報活動の実施 現地での情報板、案内板による交通規制の通知

5018
5023
5032
5050

120 ◎ ◎60 ◎120 ◎即時

１５-１９ HP、Twitterを利用した交通規制の通知
5019
5020
5024

10 ◎ ◎5 ◎10

１５-２０ 無人駅へのアナウンスの実施（列車の遅れ、運転見合わせ）【JR】 5021 ◎
１５-２１ ハイウェイラジオによる情報提供【NEXCO】 5022 5 ◎即時
１５-２２ 特別巡回、通行止め中のパトロールの実施【NEXCO】 5034 随時 ◎随時
１５-２３ 交通規制に伴う迂回、避難の実施 迂回路の情報収集・発信 5026 60 ◎60 ○随時
１５-２４ R231,R12,R275都市間の迂回路【国道】 5041 60 ◎60

１５-２５ 案内板の設置（迂回路） 5031
5049

60 ◎60 ◎30

１５-２６ 一般車両の道の駅等への避難 5043 60 ◎60

１５-２７ 緊急輸送路の確保【国道、NEXCO】 5051
5052

30 ◎30 ○随時

１６ 対策本部機能の維持
１６-１ 災害対策本部移設の準備 （気象台からの助言）特別警報発令の見込みの確認（気象台より） 4064

１６-２ 市役所庁舎まわり土のうの準備
（南北玄関と東玄関、地下駐車場入口）

4055 120 ○

１６-３ 道路事務所の浸水に備えた対策の実施 作業車両移動（滝川道路事務所）※事務所浸水の可能性がある時 5036 30 ◎30
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１７ TLレベルの移行
１７-１ 情報収集 外水位の上昇についての情報の収集 4040 ○
１７-２ 防災体制に関する意思決定 タイムラインレベルの引き上げ（TL3：「早期警戒（外水）」）の意思決定
１７-３ 関係機関間の情報共有 タイムライン参画期間への情報伝達・共有 ○

-14H 滝川市　前線+台風対応　TimeLine Level 3　「早期警戒（外水）」
TLレベル3 移行基準：水防団待機水位を超過した時　※詳細について要検討

１８ 情報の収集・伝達・共有
１８-１ 気象に関する情報の収集 ホットライン番号の確認 4028

１８-２ ホットラインによる、降雨、気象、警報や注意報発令の見込みについて確認 4016
4017

○

１８-３ 今後の気象状況に関する情報収集（気象台等への問合せ） 4001
4018

3003
3004

5003 6003 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 ○10 ○10 ○ ○5 ○5 ○10 ○ ○5

１８-４ 雨量に関する情報収集（上流域の観測所。予測含む） 4002
4003

3004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

１８-５ 内水氾濫に関する情報収集（継
続）

内水はん濫に関する情報収集（通報、パトロールによる報告） 4006
4058

30

１８-６ 河川パトロールによる内水氾濫状況及び危険箇所の確認 3006
3012

60～
90

○ ○60 ○ ○

１８-７ 下水道の雨水幹線の状況に関する情報収集 4007
１８-８ 内水氾濫の被害に関する情報収集（現地確認・通報等） 4050 3011 2029 60 ○ ○ ○60 ○ ○ ○ ○ ○
１８-９ 河川情報システムから水位情報の収集【札管滝川】 6019 30 ○5 ○ △ △30 ○ ○5

１８-１０ 外水氾濫の対応に向けた情報収集
（継続）

河川水位に関する情報の収集（石狩川・空知川の水位、ダム流量。予測含む） 4043 3005 ○ ○

１８-１１ 水位予測情報の収集（洪水予報：氾濫注意、危険情報） 4004
4019

１８-１２ パトロール（河川・道路）による状況の確認 4042
4020

常時

１８-１３
社会インフラに関する情報収集
（継続）

国道・道道・市道の道路交通情報の確認 4009 3007 ○

１８-１４ 交通機関(JR・バス)の運行状況の確認 4008 3007 ○
１８-１５ 停電の状況 4015
１８-１６ 各機関・主体内での情報伝達 気象・河川情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10

１８-１７ 内水氾濫に関する情報の伝達・共有 3011
3012

○ ○ ○ ○ ○ ○

１８-１８ 外水氾濫の対応に向けた情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
１８-１９ 社会インフラに関する情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
１８-２０ 情報専門部署による収集・処理・評価 3014 60 ○ ○30 ○ ○60 ○12 ○
１８-２１ 協定に基づく自衛隊との情報共有（滝川市－自衛隊）

１９ 防災体制の移行・人員の配置
１９-１ 各機関の防災体制の移行 注意体制への移行【開発局】 3040 6 ○6
１９-２ 対策本部（一部召集）、連絡室の設置（大雨特別警報が発令されたとき）【警 3041 30 ○30
１９-３ 警戒体制への移行【道道、国道、NEXCO】 5038 10 ◎10 ◎0 ◎
１９-４ 非常体制への移行（休日・夜間の場合出社要請） 60 ○60
１９-５ 人員の配置 水防団に待機の連絡 3019 60 ○ ○60
１９-６ 職員への連絡・招集指示（外水）【滝川市、消防】 3042 2037 5039 60 ○60 ○ ○ ○ ○ ◎20 ◎0
１９-７ TEC-FORCE要請（予鈴）（札建本部⇒本局) ○

２０ 避難に関する情報の発信【外水氾濫地域】

２０-１ 避難情報の広報活動 広報車を利用した広報活動・避難誘導（内水） 3025
3027

2019 120 ○60 ○120 ○

２０-２ ＦＭなかそらちへの災害広報の実施要請 3043 2018 ○
２０-３ 報道機関への避難情報提供 2009 ○
２０-４ エリアメールを利用した広報活動（Lアラートへの入力） 2020 10 ○
２０-５ 避難支援者への情報伝達 4046 2021 ○ ○ ○ ○ ○ ○

２０-６ 一般市民に対する広報
①広報車の利用②FMなかそらちの放送による災害広報③広報紙、チラシ等の印刷
物の利用④新聞、ラジオ及びテレビの利用⑤市ホームページ、エリアメール、緊
急速報メール、SNSの利用

２０-７ 住民組織等への協力要請
市長は、各住民組織等に対して協力を求める⇒滝川市赤十字奉仕団、滝川市婦人
ボランティアクラブ、滝川市町内会連合会、連絡会議、滝川市ボランティア連絡
協議会

２１ 避難所開設に向けた準備の実施【外水氾濫対応】

２１-１ 避難所開設 施設管理者へ避難所開設の要請（１～２箇所） 3044

2010
2011
2012
2013

○

○

２１-２ 福祉避難所の開設要請 3039 ○ △

２１-３ 避難支援活動の実施 避難所への職員の配置
2015
2016
2035

○ ○ ○ ○

２１-４ 避難所の開設情報の伝達 4049 3009 随時 ○

２１-５ 避難所の運営・設備の整備 救護・医療活動の実施
2033
2034
2036

○ ○

２１-６ 避難所内への物資運搬（NTT特設公衆電話等）
3001
3010
3056

2014 ○ ○

２１-７ 電力の供給手段の検討【北電】 6015
6016

60 ○60

２１-８ 電力供給状況の確認【北電】 60 ○60
２２ 避難支援活動【内水氾濫対応】

２２‐１ 一般市民に対するの避難支援活動 自主避難の呼び掛け
２２－２ 一般住民の自主避難の実施 2031 240

２３ 避難支援活動【外水氾濫地域】

２３-１ 要配慮者に対するの避難支援活動 要配慮者関連施設への避難実行の連絡 3038 2022
2023

○ ○ ○

２３-２ 要配慮者の避難の実施

2024
2026
2027
2028
2030

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２３-３ 避難者支援物資輸送の準備・出動※詳細を確認 4048 30
２３-４ 要配慮者の支援者への連絡 2025 ○ ○
２３-５ 町内会長から役員への連絡 1021 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２３-６ 役員から支援要員への連絡 1022 ○
２３-７ 避難に必要な車の手配 1023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２３-８ 支援者がいないとき：他の支援者の手配 1024 ○
２３-９ 要配慮者の避難完了確認 1025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２４ 施設機能の移設準備
２４‐１ 事務所浸水のため、機能を深川道路事務所へ移転 5047 120 ◎120

２５ TLレベルの移行
２５‐１ 情報収集 ３時間後予測の水位、旭橋の実績水位の確認
２５‐２ 降雨洪水予測による水位情報の提供【開発局】 4065
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第４回検討会
滝川地区TL一次案

④防災情報意思決定G

所
要
時
間
（
分
）赤文字：各Gで詳細や実施のタイミングについて検討を行って頂きたい項目

【】：実施主体が特定の機関の時、その機関を示す。
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前回WGでの項目番号

TL
レベル 行動項目
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市
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⑥防災基盤対策③地域安全対策 ②市民安全支援 ①市民安全行動 ⑤交通運輸対策
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滝
川
市
　
企
画
課

滝
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市
　
江
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乙
支
所

２５‐３ 防災体制に関する意思決定 タイムラインレベルの引き上げ（TL4：「行動」）の意思決定
２５‐４ 関係機関間の情報共有 タイムライン参画期間への情報伝達・共有 ○

-10H 滝川市　前線+台風対応　TimeLine Level 4　「行動」
TLレベル4 移行基準：3時間後の予測水位が避難判断水位を超過した時　※詳細について要検討

２６ 情報の収集・伝達・共有

２６‐１ 気象に関する情報の収集（継続） ホットラインによる、降雨、気象、警報や注意報発令の見込みについて確認 4016
4017

○

２６‐２ 今後の気象状況に関する情報収集（気象台等への問合せ） 4001
4018

3003
3004

5003 6003 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 ○10 ○10 ○ ○5 ○5 ○10 ○ ○5

２６‐３ 雨量に関する情報収集（上流域の観測所。予測含む） 4002
4003

3004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

２６‐４ 内水氾濫に関する情報収集（継
続）

内水はん濫に関する情報収集（通報、パトロールによる報告） 4006
4058

30

２６‐５ 河川パトロールによる内水氾濫状況及び危険箇所の確認 3006
3012

60～
90

○ ○ ○ ○

２６‐６ 下水道の雨水幹線の状況に関する情報収集 4007
２６‐７ 内水氾濫の被害に関する情報収集（現地確認・通報等） 4050 3011 2059 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２６‐８ 河川情報システム（水位）【札管滝川】※水位情報の入手の場合統合 6019 10 ○5 ○ △ ○10 ○ ○5

２６‐９ 外水氾濫の対応に向けた情報収集
（継続）

河川水位に関する情報の収集（石狩川・空知川の水位、ダム流量。予測含む） 4043 3005 ○ ○

２６‐１０ 水位予測情報の収集（洪水予報：氾濫注意、危険情報） 4004
4019

２６‐１１ パトロール（河川・道路）による状況の確認 4042
4020

常時

２６‐１２
社会インフラに関する情報収集
（継続）

国道・道道・市道の道路交通情報の確認 4009 3007 ○

２６‐１３ 交通機関(JR・バス)の運行状況の確認 4008 3007 ○
２６‐１４ 停電の状況 4015
２６‐１５ 各機関・主体内での情報伝達 気象・河川情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10

２６‐１６ 内水氾濫に関する情報の伝達・共有 3011
3012

○ ○ ○ ○ ○ ○

２６‐１７ 外水氾濫の対応に向けた情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
２６‐１８ 社会インフラに関する情報の伝達・共有 6002 10 ○ ○10 ○10
２６‐１９ 情報専門部署による収集・処理・評価 3014 60 ○ ○30 ○ ○60 ○12 ○
２６‐２０ 協定に基づく自衛隊との情報共有（滝川市－自衛隊）

２７ 避難に関する情報の発信【外水氾濫対応】
２７‐１ 情報の収集 樋門管操作員からの水位に関する情報収集 3053 12 ○ ○12

２７‐２ ホットラインを通じた情報収集（避難判断水位に達した時）） 3049
3054

6 ○ ○6

２７‐３ レーダ雨量情報を収集する 4041 ○ ○ ○ ○
２７‐４ 現場パトロールから情報を確認する 4059
２７‐５ 災害対策本部長の意思決定 避難準備情報の発表※条件があれば記載 3052 ○ ○
２７‐６ 関係機関との情報共有 避難情報の発表を関係機関と共有する
２７‐７ 避難情報の広報活動 広報車を利用した広報活動・避難誘導（内水） 3051 2049 30 ○ ○ ○ ○
２７‐８ ＦＭなかそらちへの災害広報の実施要請 3051 2048 ○ ○ ○
２７‐９ 報道機関への避難情報提供 2047 ○

２７‐１０ エリアメールを利用した広報活動（Lアラートへの入力） 3051 2050 ○ ○ ○
２７‐１１ 避難支援者への情報伝達 4046 3051 2051 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２７‐１２ 報道対応【NTT】※詳細の確認 6047 120 ○120

２７‐１３
一般市民に対する広報 ①広報車の利用②FMなかそらちの放送による災害広報③広報紙、チラシ等の印刷

物の利用④新聞、ラジオ及びテレビの利用⑤市ホームページ、エリアメール、緊
急速報メール、SNSの利用

２７‐１４
住民組織等への協力要請 市長は、各住民組織等に対して協力を求める⇒滝川市赤十字奉仕団、滝川市婦人

ボランティアクラブ、滝川市町内会連合会、連絡会議、滝川市ボランティア連絡
協議会

２８ 防災体制の移行・人員の配置
２８‐１ 各機関の防災体制の移行 はん濫警戒情報：対策本部の非常招集【警察】 3050 60 ○60
２８‐２ 警戒体制への移行（はん濫注意水位に達したとき【滝川河川】 3045 6 ○6
２８‐３ 非常体制への移行（避難判断水位に達したとき）【滝川河川】 3048 6 ○6
２８‐４ 第3非常体制への移行（特警～はん濫災害対策本部設置）【NTT】 3047 ○
２８‐５ 人員の配置 自衛隊への派遣要請

２８‐６ 自衛隊の派遣
3046
3058
3059

180 ○

２８‐７ 建設業協会及び測量設計協会へ協力要請【札管滝川】 30 ◎
２８‐８ 各道路管理者の防災資材の保有状況え情報共有【札管滝川】 30 ◎

２９ 避難所開設に向けた準備の実施

２９‐１ 避難所開設 施設管理者へ避難所開設の要請 3057

2039
2040
2041
2042

30 ○ ○ ○

２９‐２ 福祉避難所の開設の要請 3039 ○ △

２９‐３ 避難所への職員の配置 2044
2045

○ ○ ○ ○

２９‐４ 避難所の開設情報の伝達 4049 3009 随時 ○

２９‐５ 避難所の運営・設備の整備 救護・医療活動の実施

2033
2034
2036
2063
～

2066

120
○
120

○

２９‐６ 避難所内への物資運搬（NTT特設公衆電話等） 3056 2043 ○

２９‐７ 電力の供給手段の検討【北電】 6015
6016

60 ○60

２９‐８ 電力供給状況の確認【北電】 60 ○60
３０ 避難支援活動【外水氾濫地域】

３０‐１ 要配慮者に対するの避難支援活動 要配慮者関連施設への避難実行の連絡 3038 2052
2053

60～
180

○ ○ ○ ○60
～180

３０‐２
※持病を抱えた方（例：透析、投
薬etc)への対応を詰める

要配慮者の避難の実施

2056
2057
2058
2060

180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３０‐３ 入院患者の避難（判断のみ） 2054 60 ○60
３０‐４ 避難者支援物資輸送の準備・出動※詳細を確認 4048 30
３０‐５ 要配慮者の支援者への連絡 2055 180 ○ ○

３０‐６ 町内会長から役員、班員への連絡 1026
1027

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３０‐７ 役員から支援要員への連絡 1022 ○
３０‐８ 避難に必要な車の手配 1023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３０‐９ 支援者がいないとき：他の支援者の手配 1024 ○
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第４回検討会
滝川地区TL一次案

④防災情報意思決定G

所
要
時
間
（
分
）赤文字：各Gで詳細や実施のタイミングについて検討を行って頂きたい項目

【】：実施主体が特定の機関の時、その機関を示す。

行動細目
防
災
情
報
・

意
思
決
定

地
域
安
全
対
対
策

市
民
安
全
支
援

市
民
安
全
行
動

滝
川
市
　
総
務
部
総
務
課

防
災
危
機
対
策
室

北
海
道
開
発
局
札
幌
開
発
建
設
部

河
川
管
理
課

北
海
道
開
発
局
札
幌
開
発
建
設
部

防
災
課

北
海
道
開
発
局
札
幌
開
発
建
設
部

河
川
工
事
課

交
通
運
輸
対
策

防
災
基
盤

前回WGでの項目番号

TL
レベル 行動項目

滝
川
市
　
総
務
部

総
務
課
　
防
災
危
機
対
策
室

陸
上
自
衛
隊

第
１
０
普
通
科
連
隊

滝
川
警
察
署

警
備
課

滝
川
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合

滝
川
消
防
署

⑥防災基盤対策③地域安全対策 ②市民安全支援 ①市民安全行動 ⑤交通運輸対策

滝
川
市
内
自
主
防
災
組
織

江
部
乙
防
犯
協
会

北
海
道
開
発
局
　
札
幌
開
発
建
設
部

滝
川
河
川
事
務
所
　
計
画
課

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

北
海
道
事
業
部

滝
川
市
　
学
校
教
育
課

滝
川
市
　
福
祉
課

滝
川
市
　
企
画
課

滝
川
市
　
江
部
乙
支
所

３０‐１０ 要配慮者の避難完了確認 1025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３０‐１１ 班長から住民への連絡 1028 ○
３０‐１２ 拡声器を利用した情報伝達 1029
３０‐１３ 防災無線を利用した情報伝達 1030 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３０‐１４ 館内放送（団地）を利用した情報伝達(有明連合町内会) 1031 ○
３０‐１５ 一斉下校を行う時の情報伝達 1032
３０‐１６ 一般市民に対するの避難支援活動 自主避難の呼び掛け 2031 240
３０‐１７ 一般住民の自主避難の実施

３０‐１８ 要配慮者の避難完了の確認 避難所での避難者確認 2017
2046

○ ○

３０‐１９ 安否確認の対応 3037
3061

2032 300 ○ ○ ○300 ○ ○ ○

３０‐２０ 要配慮者の避難完了の確認 3065
３０‐２１ LV４は4時間の猶予しかないため、要配慮者を含む市民の避難が間に合わない恐れがある。したがってLV3への移動と項目の追加を検討する。

３１ 水防活動、被害軽減策の実施
３１‐１ 情報収集 通信の疎通状況を確認【NTT】 6044 180 ○180
３１‐２ 通信設備被害状況を確認【NTT】 6045 180 ○180
３１‐３ 停電状況確認【NTT】 6046 30 ○30
３１‐４ 人員の配置 災害対策機器普及作業員の派遣【NTT】 6041 180 ○180
３１‐５ 水防活動支援 ※具体的に実施する内容を詰めてもらう 6039 ○ ○ ○ ○ ○
３１‐６ 災害用伝言ダイヤル171の運用開始【NTT】 6043 30 ○30
３１‐７ 機能停止時の代替手段の確保 発電機の準備を行う【NTT】 6040 180 ○ ○180
３１‐８ 事後対応の準備の実施 人員の配置・物資の準備 6048 120 ○ ○120 ○ ○120 ○ ○30 △ ○ ○
３１‐９ 排水ポンプ車の確保【滝河】 6042 30 ○ ○10

３２ TLレベルの移行
３２‐１ 情報収集 ホットラインにより河川水位の情報の提供を受ける 4068 3060 6 ○6
３２‐２ 現場パトロールの情報 （越水の可能性等）により、判断・決定 4069
３２‐３ 防災体制に関する意思決定 タイムラインレベルの引き上げ（TL5：「緊急対応」）の意思決定 4067
３２‐４ 関係機関間の情報共有 タイムライン参画期間への情報伝達・共有 ○

-6H 滝川市　前線+台風対応　TimeLine Level 5　「緊急対応」

TLレベル5 移行基準：氾濫危険水位を超過した時　※詳細について要検討

３３ 避難に関する情報の発信【外水氾濫対応】
３３‐１ 情報の収集 樋門管操作員からの水位に関する情報収集 3053 ○ ○

３３‐２ ホットラインを通じた情報収集（避難判断水位に達した時）） 3049
3054

6 ○ ○6

３３‐３ レーダ雨量情報を収集する 4041 ○ ○ ○ ○
３３‐４ 現場パトロールから情報を確認する 4059
３３‐５ 災害対策本部長の意思決定 避難勧告の発令※条件があれば記載
３３‐６ 関係機関との情報共有 避難情報の発表を関係機関と共有する
３３‐７ 避難情報の広報活動 広報車を利用した広報活動・避難誘導（内水） 3051 2049 10 ○ ○ ○ ○
３３‐８ ＦＭなかそらちへの災害広報の実施要請 3051 2048 ○ ○ ○
３３‐９ 報道機関への避難情報提供 2047 ○

３３‐１０ エリアメールを利用した広報活動（Lアラートへの入力） 3051 2050 ○ ○ ○
３３‐１１ 避難支援者への情報伝達 4046 3051 2051 ○ ? ? ? ? ○ ○
３３‐１２ 報道対応【NTT】※詳細の確認 6047 120 ○120

３３‐１３
一般市民に対する広報 ①広報車の利用②FMなかそらちの放送による災害広報③広報紙、チラシ等の印刷

物の利用④新聞、ラジオ及びテレビの利用⑤市ホームページ、エリアメール、緊
急速報メール、SNSの利用

３３‐１４
住民組織等への協力要請 市長は、各住民組織等に対して協力を求める⇒滝川市赤十字奉仕団、滝川市婦人

ボランティアクラブ、滝川市町内会連合会、連絡会議、滝川市ボランティア連絡
協議会

３４ 防災体制の移行
３４‐１ 非常体制への移行【開発局】 ※タイミングの確認必要 5053 30 ◎30

３５ 事務所機能の移設検討
３５‐１ 情報収集 水位予測情報の収集（札建→滝川市） 4071 ○
３５‐２ 本部の移設に関する意思決定 災害対策本部の移設準備 4062

３５‐３ 駐車場の冠水状況から、本部のスポーツセンターへの移設を決定する
4066
4070

180
～
360

○

３５‐４ 市役所、警察、消防等の機能移転先及び通信確保要請の確認【NTT】 120 ○120
３６ 避難支援活動

３６‐１ 一般市民の避難 一般住民の避難支援 2061 30 ○ ○
３６‐２ 逃げ遅れや安否の確認 3062 2062 300 ○ ○300 ○ ○ ○
３６‐３ 避難所での避難者の確認 1034 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３６‐４ 仕事場から直接避難所へ向かう人の確認 1035 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３６‐５ 市へ避難状況の連絡 1036 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３６‐６ 他機関への救助・救出要請 3070 120 ○ ○ ○120
３６‐７ パトロール・安全確認巡視 3069 120 ○ ○ ○ ○120 ○
３６‐８ 避難支援者の安全確保・退避 通報などにより、現地が危険な場合、独自に避難をすすめる（任意） 3030 60 ○60
３６‐９ マイク広報　避難伝達、誘導 3031 120 ○ ○ ○120

３６‐１０ 集結場所の連絡・安全面の確認　・ライフジャケットの確認　・移動経路の指示
（現場責任者が情報に基づき無線・口頭等で指示）

3033 6 ○ ○ ○ ○ ○6

３６‐１１ 事務所からの避難の実施【各機関】

3030
3031
3032
3033
3036

5054
5046
5036

90 ○ ○ ○ ○60 ○6 ○ ◎90

３６‐１２ 退避ルートの確保 3034 6050 180 ○ ○ ○ ○60 ○ △180 ○30 ○5 ○10 ○30 △ ○ ○30

３６‐１３ 職員の撤退（排水ポンプ車等） 3067
3068

5048 6049 60 ○ ○ ○ ◎ ○ ○即時 ○ ○60 ○30 ○10 ○30 ○30 △ ○ ○30

３７ 事後対応の準備
３７‐１ 空撮の準備指示【札建河川管理課】
３７‐２ 洪水痕跡調査の指示【札建河川管理課】

決壊

決壊後 Ａ１ 堤防決壊（0ｈ）
After Ａ１‐１ 救助活動 自衛隊への救助要請

Ａ１‐２ 自衛隊の派遣要請の受理 ○

Ａ１‐３ 災害派遣初動対処部隊の派遣（※時間は発災からの時間） 60～
90

○

Ａ１‐４ 情報収集 復旧活動を行う上での気象予測
Ａ１‐５ 情報伝達 復旧対策用ポイント予報配信（1日2回）【気象台→各機関】
Ａ１‐６ 防災ヘリ向けに風の予報支援【気象庁→札建】
Ａ１‐７ 破堤報告【札建河川管理課】
Ａ１‐８ 報道機関への伝達（被害状況・避難者数および箇所・応急対策の状況など）

26
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Ａ１‐９ 広報活動 市民への広報活動（被害状況、今後の復旧状況、帰宅見込みなど）
Ａ２ 浸水域が拡大する（3ｈ）

Ａ２‐１ 復旧に向けた情報収集 破堤状況調査の実施（CCTV、ヘリ、対岸からのドローン調査etc.）

Ａ２‐2 災害派遣部隊の主力の派遣（※時間は発災からの時間） 180～
240

○

Ａ２‐３ 取り残された人の救助活動の実施 ○
Ａ３ 滝川市役所等の浸水深が0.5mを超える（4ｈ~7ｈ）

Ａ３‐１ 復旧に向けた情報収集 人的・物的被害状況の情報収集
Ａ３‐２ 資機材の確保 工法協議の開始（破堤幅の概略把握後）
Ａ３‐３ 堤防の応急復旧の検討・資材の確認
Ａ３‐４ 支援物資等の過不足の確認 随時

Ａ４ 浸水区域が最大となり、有明町、中島町で浸水深が3mを超える（12ｈ）
Ａ４‐１ 避難者の安全確認 孤立集落発生の有無を確認

Ａ４‐２ 避難所及びその運営状況の確認（孤立していないかなど）

Ａ４‐３ 復旧向けた準備・検討 ポンプ車の増車要請、配置計画検討
Ａ５ 水位がHWLを下回る（15ｈ）
Ａ６ 水位がはん濫危険水位を下回る（18ｈ）

Ａ６‐１ 堤防応急復旧に関する意思決定 堤防応急復旧の開始の判断
Ａ６‐２ 滝川市での朝・夕の本部会議開催
Ａ６‐３ 情報伝達 滝川市での報道対応の実施

Ａ７ 水位が避難判断水位を下回る（20ｈ）、破堤進行の終了、撤退解除
Ａ７‐１ 情報収集 堤防の被害状況の調査の実施
Ａ７‐２ 河川パトロールの実施
Ａ７‐３ 堤防応急復旧の実施 堤防の応急復旧の開始
Ａ７‐４ 災害復旧申請（国河川）
Ａ７‐５ TEC-FORCEの派遣要請
Ａ７‐６ 復旧対応に関する意思決定 復旧対応の開始の判断
Ａ７‐７ 樋門開扉指示（水位の状況で判断）

Ａ８ 撤退解除から4時間後（24ｈ：1日後）
Ａ８‐１ 情報収集 水が引いた現場から、道路のパトロールによる被災状況確認
Ａ８‐２ 情報伝達 復旧担当者・被災者へ向け気象支援資料の提供
Ａ８‐３ 復旧対応の実施 ポンプ排水開始
Ａ８‐４ 各地域での排水完了の見通しの検討

Ａ９ 水位がはん濫注意水位を下回る（25ｈ）
Ａ９‐１ 復旧対応の実施 浸水被害状況の調査の実施

Ａ１０ 水位が水防団待機水位を下回る（31ｈ）
Ａ１０‐１ 復旧対応の実施 浸水被害への対策について検討
Ａ１０‐２ 浸水被害の復旧工事の準備
Ａ１０‐３ 情報伝達 道路啓開の見込みの発表

Ａ１１ 排水作業により徐々に水が引き始める（48ｈ：2日後）
Ａ１１‐１ 堤防の復旧対応の実施 堤防の荒締切：以降2日間で完了
Ａ１１‐２ 堤防の応急復旧：以降14日間で完了
Ａ１１‐３ 浸水被害の復旧対応の実施 浸水被害の復旧工事の実施
Ａ１１‐４ 災害査定の報告・準備（国費申請）※市が実施する項目なのか要確認
Ａ１１‐５ 道路（市道）・河川・水路（市管理）の応急復旧開始
Ａ１１‐６ 交通規制解除 (雨がやんで6時間経過後)通行止め解除 5057 60 ◎60 ◎即時
Ａ１１‐７ 維持業者と共にパトロール実施 5058 120 ◎60 ◎120
Ａ１１‐８ パトロールにより事象がなければ、通行止め解除 5059 60 ◎60 ◎30
Ａ１１‐９ (雨がやんで12時間経過後)点検を実施し、異常がなければ運転再開 5060 ◎

Ａ１１‐１０機能停止時の代替手段の確保の完了 復旧作業（作業エリアの漏水、避難指示）【北電】 6052 ○ △
Ａ１１‐１１ 水道応急配水の対応（住民からの要求による）【水道】 6053 ○ △
Ａ１１‐１２ 広報活動等＜断続＞機能停止後の作業【ガス】 6054 30 ○30 △
Ａ１１‐１３ 排水管損傷による漏水対応【水道】 6051 60 ○60 △

Ａ１２ 排水作業により浸水がほぼ解消される（120ｈ：5日後）
Ａ１２‐１ 避難情報に関する意思決定 避難勧告・避難指示の解除（意思決定）

Ａ１３ 排水作業により浸水がほぼ解消される（144ｈ：6日後）
Ａ１３‐１ 復旧対応の実施 ポンプ排水終了

Ａ１４ 浸水が解消される（168ｈ：7日後）
Ａ１４‐１ 災害対策本部に関する意思決定 滝川市災害対策本部廃止（意思決定）

Ａ１４‐２
本部の廃止の通知および公表（関係機関（指定地方行政機関、指定公共機関、警
察署、消防機関等）に対して通知）

Ａ１４‐３ 本部の廃止の通知および公表（住民に対して報道機関等により通知）
Ａ１４‐４ リエゾンの撤収
Ａ１４‐５ 避難所の閉鎖（市民への広報）
Ａ１４‐６ 災害廃棄物の処理（集積場所の決定）※実施時期を確認

事後対応 Ａ１５ 事後対応
Ａ１５‐１ 応急復旧14日間、堤防の緊急復旧完了・札建本部廃止
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